
北
斉
徐
之
才

『
薬
封
』

考

岩

本

篤

志

は

じ

め

に

1

徐
之
才
『
薬
封
』
の
分
析

ω
文
献
準
的
検
討

ω
薬
品
名
の
検
討

2

南
北
朝
か
ら
階
唐
の
融
商
事
制
度
1
ー
な
ぜ
徐
之
才
『
禁
封
』
は
つ
く
ら
れ
た
か

ω
『
輔
衆
封
』
と
向
禁
典
御
徐
之
才

ω
向
薬
局
の
設
置

お

わ

り

に
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t主

じ

め

kこ

北
旗
門
は
北
周
に
よ
っ
て
併
呑
さ
れ
た
王
朝
で
あ
る
。
し
か
し
、
晴
唐
は
北
賓
の
政
治
制
度
を
縫
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
北
湾
政
権
と
そ
の
時

期
の
文
化
の
考
察
は
惰
唐
史
研
究
上
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
つ
と
に
陳
寅
俗
が
簡
潔
か
つ
明
瞭
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

(

1

)
 

る
が
、
北
賓
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

筆
者
は
先
に
南
朝
出
身
で
あ
り
な
が
ら
東
貌
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
徐
之
才
が
い
か
に
し
て
北
湾
政
権
成
立
に
閥
興
し
た
か
を
、
あ
き
ら

(

2

)

 

か
に
し
た
。
こ
の
徐
之
才
な
る
人
物
に
閲
し
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
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「
惰
唐
の
醤
事
制
度
は
北
旗
門
に
撮
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
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ハ
3
〉

る
が
、

北
斉
の
制
度
が
整
っ
た
の
は
徐
氏
兄
弟
の
力
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
と
想
像
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
惰
唐
の
醤
事
制
度
に

何
ら
か
の
影
響
を
あ
た
え
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
徐
之
才
と
弟
、
徐
之
範
が
北
朝
と
惰
唐
の
監
事
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
あ
た
え
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
徐
之
才
の
著
作
は
多
く
が
供
し
た
も
の
の
、
幸
い
、
薬
物
に
闘
す
る
書
物
『
薬
封
』
な
ど
そ
の

一
部
が
残
っ
て
お
り
、
歴
官
を
詳

細
に
記
し
た
墓
誌
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
史
料
と
し
て
用
い
、
歴
官
と
そ
の
菌
術
に
つ
い
て
の
考
察
を
手
が
か
り
と

し
て
、
北
湾
文
化
が
惰
唐
文
化
の
形
成
に
興
え
た
影
響
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

1 

徐
之
才
『
描
照
射
』
の
分
析

)
 

唱
目
ム(

 
文
献
率
的
検
討

- 30ー

(
4〉

徐
之
才
お
よ
び
徐
氏

一
一
族
は
多
数
の
醤
術
書
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
散
侠
し
、
今
日
わ
ず
か
に
侠
文
が
残
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
十
分
、

『
経
史
謹
類
大
観
本
草
』
、

内
容
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
一
つ
が
『
経
史
謹
類
備
急
本
草
』
、

〈

5
)

書
は
細
部
を
除
い
て
大
差
が
な
い
の
で
、
あ
わ
せ
て
「
誼
類
本
草
」
と
稽
す
)
に
引
か
れ
た
宋
・
掌
高
錫
撰
『
嘉
桔
補
注
紳
農
本
草
』

(
6〉

草
』
と
略
す
〉
所
引
徐
之
才
『
禁
制
到
』
で
あ
る
。

徐
之
才
は
南
朝
梁
に
生
ま
れ
、
梁
の
議
章
王
、
粛
綜
に
仕
え
て
い
た
が
、
五
二
五
年
、
二
一
歳
の
時
、
北
貌
に
と
ら
わ
れ
、
後
、
東
雛
・
北

(

7

)

 

五
七
二
年
、
六
八
歳
で
湿
し
た
。
彼
は
一
時
、
と
ら
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
が
、
そ
の
醤
術
を
も
っ
て
北
貌
政
権
に
用
い
ら
れ
る
。

『
政
和
新
修
経
史
謹
類
本
草
』

ハ一一一

ハ
以
下
『
華
航
本

湾
と
仕
え
、

こ
の
こ
ろ
、
故
郷
の
江
南
は
梁
武
帝
の
最
盛
期
で
あ
り
、
北
朝
や
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ
ア
か
ら
の
使
節
・
物
産
か
多
く
流
入
し

(
8〉

(

9

)

て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
の
官
界
生
活
の
後
半
に
は
、
東
説
政
権
が
成
立
、
高
歎
が
巧
み
に
周
過
諸
園

・
諸
民
族
を
懐
柔
し
、
高
洋
は
侯
景
の
能

(

叩

〉

に
乗
じ
て
、
南
へ
の
覇
権
を
の
ば
し
な
が
ら
、
北
密
政
権
を
樹
立
し
た
(
五
五
O
年
三

北
湾
は
結
果
的
に
は
江
南
に
覇
権
を
樹
立
出
来
な
か

っ



た
が
、
侯
景
の
乱
で
壊
減
的
打
撃
を
う
け
た
梁
に
か
わ
っ
て
、
多
く
の
周
謹
諸
園
・
諸
地
域
か
ら
の
人
開
・
貢
物
を
う
け
い
れ
た
。
か
り
に
徐

之
才
『
蕪
劃
』
が
こ
の
よ
う
な
園
際
朕
況
下
の
著
作
物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
六
世
紀
の
醤
術
の
あ
り
方
を
知
る
手
が
か
り
で
あ
る
と
同
時

に
、
山
東
地
域
に
あ
っ
た
東
貌
北
湾
政
権
と
周
遁
諸
園
・
諸
地
域
の
関
係
を
知
る
貴
重
な
史
料
、
と
な
り
う
る
。
で
は
賓
際
、
徐
之
才
『
薬

組
到
』
は
ど
の
よ
う
な
書
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
降
、
歴
代
の
諸
本
草
書
名
を
掲
げ
る
の
で
、
史
料
相
互
の
関
係
は
本
稿
末
の
本
草
書
等
相
関

園
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
行
論
の
都
合
上
、
『
栗
駒
』
の
内
容
等
を
説
明
し
た
史
料
に
は
番
競
を
附
し
た
。

ま
ず
、
徐
之
才
『
襲
劃
』
を
引
用
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
宋
・
掌
高
錫
の
『
嘉
祐
本
草
』
所
引
書
俸
の
説
明
に
よ
っ
て
概
要
を
み
て
お

〈

(

江

)

(

ロ

)

っ

か

さ

と

北
費
向
書
令
、
西
陽
王
徐
之
才
撰
。
衆
棄
を
以
て
品
・
君
臣
佐
使
を
名
づ
け
、
性
毒
相
反
及
び
主
る
所
の
疾
病
を
以
て
、
分
類
し

(

日

)

て
之
を
記
す
。
九
そ
二
巻
。
奮
本
草
多
く
引
き
て
以
て
擦
と
矯
す
。
其
の
言
は
治
病
用
棄
に
最
も
詳
し
。

(
『
嘉
府
本
草
』
所
引
書
停
、
『
大
観
本
草
』
巻
一
二
0
・
『
政
和
本
草
』
巻
一
所
引
〉

っ
か
さ
ど

掌
再
錫
は
徐
之
才
『
薬
封
』
の
内
容
と
し
て
、
品
・
君
臣
佐
使
、
性
毒
相
反
、
主
る
所
の
疾
病
に
つ
い
て
記
述
が
あ
り
、
治
病
用
薬
に
特
徴
が

あ
る
、
と
す
る
。
「
主
」
と
は
主
治
、
数
き
目
の
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
『
嘉
祐
本
草
』
に
は
陶
弘
景
撰
『
榊
農
本
草
経
集
注
』

(

U

)

 

(
以
下
、
『
本
草
集
注
』
と
略
す
〉
の
諸
病
遁
用
薬
に
追
加
さ
れ
る
形
で
徐
之
才
『
薬
劃
』
の
引
用
が
あ
り
、
所
引
書
俸
の
説
明
と
劉
躍
す
る
。
例

え
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
で
引
用
さ
れ
た
徐
之
才
『
薬
劃
』
の
大
熱
(
病
名
)
僚
の
薬
品
、
石
脂
を
あ
げ
て
み
る
と

寒
、
主
肝
臓
中
熱
、
臣

①
襲
劃

石
脂

(

日

)

(

国

)

と
あ
り
、
所
引
書
俸
の
説
明
が
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
た
だ
、
「
寒
」
と
あ
る
の
は
薬
性
を
示
す
気
味
の
集
に
あ
た
る
も
の
で
、
性
毒
相
反
の
記
述

で
は
な
く
、
必
ず
し
も
本
文
が
そ
の
ま
ま
書
き
寓
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
嘉
一
拓
本
草
』
は
所
引
書
俸
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で
徐
之
才
『
翼
船
到
』
を
参
照
し
た
こ
と
を
明
記
し
、
内
容
読
明
と
引
用
を
し
て
お
り
、
信
頼
性
が
高
い
史
料
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
一
見
、
徐
之
才
『
薬
関
』
の
原
姿
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
容
易
に
み
え
る
が
、
こ
の
書
物
の
成
立
と
宋
代
ま
で
の
停
世
の
経

- 31ー
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緯
に
つ
い
て
は
未
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
徐
之
才
以
前
に
雷
公
撰
と
さ
れ
る
『
薬
封
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、

「
徐
之
才
雷
公
輔
衆
封
」

(
げ
〉

ま
た
は
「
薬
封
二
巻
、
徐
之
才
撰
」
と
い
う
書
物
は
こ
れ
を
再
編
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
読
(
岡
西
信
用
人
、
向
志
鈎
)
や
、
徐
之
才
『
輔衆

針
』
以
前
に
あ
っ
た
陶
弘
景
が
参
照
し
た
『
薬
針
』
は
雷
公
の
手
に
か
か
る
書
物
で
、
徐
之
才
『
描
照
射
』
も
し
く
は
徐
之
才
『
雷
公
輔
衆
封
』
と

(

叩

同

)

は
別
も
の
と
、
論
じ
る
説
(
後
藤
志
朗
、
長
期
障
元
夫
)
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
論
は
い
ず
れ
か
に
批
剣
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、

向
と
岡
西
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
異
な
っ
て
お
り
、
史
料
と
諸
設
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
下
、
徐
之
才
が
書
い
た
と
さ
れ
る
薬
割
に
は

徐
之
才
の
名
を
冠
し
て
徐
之
才
『
薬
封
』
、
徐
之
才
以
前
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
を
単
に
『
薬
封
』
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

唐
代
以
降
の
経
籍

・
華
文
志
類
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

②
『
蓄
唐
書
』
径
四
七
・
経
籍
志
「
雷
公
薬
封

③
『
新
唐
書
』
巻
五
九

・
襲
文
志
三
丙
部
盤
術
類

「徐
之
才
雷
公
薬
封

(

日

)

④
『
崇
文
総
目
』
「
繋
針
二
位
句
、
徐
之
才
撰
」

⑤

『
遁
志
』
喜
文
略
・
瞥
方
類
第
一

O
醤
方
上
「
薬
封
二
巻

二
巻
」

二
巻
」

- 32ー

北
旗
門
徐
之
才
撰
」

成
書
年
代
は
①
の
『
嘉
砧
本
草
』
が
一

O
六

一年、

④
『
崇
文
総
目
』

(一

O
四
一
年
)
、

③

『
新
唐
書
』
童
文
志
(
一

O
六
O
年
)
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
り
、

か
つ
い
ず
れ
も
放
撰
で
あ
る
。

さ
ら
に
南
朝
時
に
『
薬
針
』
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
(
⑤
⑦
〉
が
あ
り
、

李
時
珍
に
よ
っ

て、

そ
れ
ら
と
徐
之
才
『
蕪
劉
』
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
(
③
)
。

(

却

)

「
梁
に
楽
性
、

契
針
各
二
巻
有
り
。

亡」

(

幻

)

⑦
南
第

・
陶
弘
景
『
本
草
集
注
』
序

「薬
劉
四
巻
、
其
の
佐
使
・
相
須
を
論
ず
」

⑥
『
惰
書
』

巻
三
四

・
鰹
籍
志
三
『
桐
君
興
銀
』
燦

③
明
・
李
時
珍
『
本
草
網
目
』
巻

一
序
例
上
・
歴
代
諸
家
本
草
『
雷
公
薬
封
』
篠

「
陶
氏
の
前
に
己
に
此
の
書
有
り
。
呉
氏
本
草
引
く
所
の

(

幻

〉

官
公
是
な
り
。
蓋
し
寅
一
帝
の
時
の
雷
公
の
著
す
る
所
、
之
才
、
之
に
増
飾
す
る
の
み
」

(

幻

〉

⑨
清

・
挑
振
宗
『
漢
書
事
文
志
拾
補
』
巻
六

『
雷
公
薬
封
』
牧
録



『
捕
照
射
』
か
ら
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
相
嘗
量
あ
り
、

割
』
を
参
照
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
侠
文
と
『
嘉
祐
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
蕪
封
』
と
は
内
容
だ
け
で
な
く
書
式
が
異
な
っ
て

い
る
。
③
は
李
昨
珍
が
こ
れ
ら
を
も
と
に
『
輔
衆
封
』
と
徐
之
才
『
蕪
封
』
の
関
係
を
説
明
し
た
も
の
で
、
陶
弘
景
参
照
の
『
描
照
射
』
(
⑦
〉
を

『
雷
公
奨
封
』
と
解
穫
し
た
う
え
で
、
徐
之
才
『
薬
封
』
は
そ
の
増
補
、
と
す
る
。
そ
し
て
⑨
は
③
の
理
解
を
前
提
と
し
て
『
薬
劃
』
を
漢
代

(
川
品
〉

で
あ
り
、

の
中
に
は

陶
弘
景
が

『葉

⑥
⑦
に
あ
げ
た
史
料
に
関
連
し
て
『
本
草
集
注
』

以
前
の
書
物
と
み
な
し
た
。

る
。
で
は
衣
に
こ
れ
ら
を
主
要
史
料
と
し
て
用
い
た
先
挙
の
見
解
と
そ
の
問
題
離
を
あ
げ
て
い
く
。

ち
な
み
に
雷
公
と
は
、

相
君
、
寅
一
帝一
と
並
ぶ
俸
説
的
本
草
の
組
、

多
く
の
書
に
そ
の
名
が
散
見
さ
れ

ま
ず
、
岡
西
篤
人
と
尚
志
鈎
は
、
①
と
②
j
⑤
に
あ
げ
た
歴
代
の
経
籍
・
喜
文
志
類
に
掲
載
さ
れ
た
書
籍
を
書
名
に
閲
す
る
小
異
は
お
い

て
、
全
て
同
一
の
書
と
み
な
す
。
そ
し
て
、
⑥
⑦
の
南
朝
に
あ
っ
た
『
葵
封
』
、
陶
弘
景
が
参
照
し
た
『
薬
封
』
を
も
と
に
し
て
徐
之
才
が
編

輯
・
増
補
を
加
え
た
も
の
が
唐
代
以
降
の
経
籍
士
山
類
の
記
録
(
①
、
②
1
⑤
)
に
残
さ
れ
た
、
と
す
る
。
た
だ
し
、
岡
西
と
向
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

(
お
)

向
志
鈎
は
史
料
①
J
⑨
を
あ
げ
、

日
」
と
冠
さ
れ
た
引
用
箇
所
は
す
べ
て
『
本
草
集
注
』
の
同
じ
く
薬
物
配
合
の
忌
宜
に
つ
い
て
述
べ
た
七
情
表
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し

(

M

m

)

 

た
。
そ
の
上
で
、
徐
之
才
と
陶
弘
景
の
生
涯
年
か
ら
『
本
草
集
注
』
所
引
『
薬
封
』
は
徐
之
才
撰
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
し
、
③
を
根
擦
に
徐

(

幻

)

之
才
『
爽
劃
』
は
た
し
か
に
『
雷
公
襲
封
』
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
、
と
し
た
。

し
か
し
、
李
時
珍
『
本
草
綱
目
」
は

『
本
草
綱
目
』
中
、
薬
物
配
合
の
忌
宜
に
つ
い
て
述
べ
た

「
七
情
畏
悪
」

に
閲
す
る
文
で

「
(
徐
)
之
才

- 33ー

『
本
草
集
注
』

の
七
情
表
の
前
に

「
乗
以
輔
衆
劃
参
之
(
兼
ね
て
築
制
到
を
以
て
之
を
参
す
〉
云
々
」
と
あ
る

の
に
も
と
づ
き
、
こ
の
箇
所
を
徐
之
才
の
著
作
と
「
恋
一
意
的
に
」
解
揮
し
て
「
之
才
目
」
と
し
て
引
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か

に
誤
り
で
あ
っ
て
、
依
援
す
べ
き
で
な
い
。
『
本
草
綱
目
』
に
は
徐
之
才
の
丈
一
章
と
稽
し
て
誤
引
し
た
箇
所
が
他
に
も
多
々
あ
り
、
裏
附
け
無

ハ
お
)

し
に
用
い
る
の
は
あ
や
う
い
こ
と
は
周
知
の
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
は
@
の
記
述
を
う
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
準
ず
る
解
罪
で
あ

り
、
こ
れ
も
擦
る
べ
き
で
な
い
。
陶
弘
景
所
引
『
襲
劃
』
と
徐
之
才
『
薬
刑
判
』
と
の
関
係
を
知
る
上
で
着
目
す
べ
き
は
宋
代
ま
で
の
史
料
、
①

275 
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(m〉

②
③
④
⑤
⑥
⑦
で
あ
る
。

岡
西
は
『
薬
封
』
に
一
該
蛍
す
る
侠
文
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陶
弘
景
品
参
照
の
『
薬
封
』
が
『
雷
公
薬
封
』
で
あ
る
こ
と
を
あ

(
m叫
〉

き
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
徐
之
才
が
増
補
し
た
と
す
る
。

『
本
草
集
注
』
本
文
の
禁
致
を
記
し
た
後
、
陶
注
の
前
の
、

(
甘
草
〉
北
、
乾
漆
、
苦
参
篤
之
使
、
悪
遺
志
、
反
大
戟
、
完
花
、
甘
途
、
海
藻
四
物
。

例
え
ば

と
い
っ
た
薬
物
相
互
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
記
し
た
所
調
「
畏
悪
」
に
闘
す
る
箇
所
は
、
陶
弘
景
の
前
か
ら
あ
っ
た
古
注
で
、
こ
の
畏
悪
の

文
と
ほ
ぼ
同
じ
文
が
一
括
し
て
『
本
草
集
注
』
の
七
情
表
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
前
文
に
陶
弘
景
が

〈

幻

)

⑩
紳
農
本
経
は
相
使
正
に
各
一
種
、
兼
ね
て
薬
封
を
以
て
之
を
参
す
る
に
乃
ち
南
三
有
り
。
事
に
於
い
て
亦
嫌
無
し
。
其
の
相
得
て
共
に
某

(

犯

)

病
を
治
す
と
云
う
者
有
る
は
既
に
妨
避
の
禁
に
非
ず
。
復
た
疏
出
せ
ず
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

さ
き
に
示
し
た
甘
草
の
よ
う
な
僚
が
主
と
し
て
『
描
照
射
』
す
な
わ
ち
『
雷
公
棉
照
射
』
に
も
と
つ
い
た
も
の
だ
と
、

し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
惰
書
』
巻
三
四

・
経
籍
志
三
に
「
紳
農
本
草
四
巻

・
雷
公
集
注
」
と
あ
る
記
述
に
注
目
し
、

「雷
公
集
注
」
と
は
『
紳

- 34-

農
本
草
鰹
』
に
雷
公
の
注
、
恐
ら
く
雷
公
の
『
薬
封
』
が
加
え
て
あ
る
も
の
、
と
解
四
押
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
陶
弘
景
が
参
照
し
た
の
は
雷

公
の
『
薬
封
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
徐
之
才
『
調
味
料
到
』
が
い
く
つ
か
の
経
籍
志
類
で
『
雷
公
繋
封
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
の
闘
連
性
を

(

お

〉

う
か
が
わ
せ
る
。
岡
西
は
こ
の
よ
う
に
し
て
南
書
の
糧
承
閥
係
を
み
と
め
、
徐
之
才
『
薬
封
』
は
陶
弘
景
の
見
た
『
薬
封
』
に
手
を
加
え
た
も

(

泊

)

『
嘉
祐
本
草
』
所
引
の
徐
之
才
『
薬
封
』
の
文
は
徐
之
才
増
補
の
部
分
に
あ
た
る
、
と
解
し
た
。
こ
の
見
解
は
安
嘗
に
お
も
え
る
が
、

の
で「一

柳
農
本
草
四
巻

・
雷
公
集
注
」
の
質
像
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

一方、

後
藤

・
長
潔
は
『
本
草
集
注
』
所
引
の
『
築
制
到
』
侠
文
と
『
嘉
砧
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
薬
封
』
侠
文
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た

結
果
、
徐
之
才
『
薬
封
』
と
『
本
草
集
注
』
所
引
の
『
襲
封
』
と
は
全
く
の
別
書
、
と
す
る
。
例
え
ば
、
既
越
の
よ
う
に
、

『
嘉
祐
本
草
』
所

引
徐
之
才
『
築
制
到
』
に
は
大
熱
(
病
名
〉
僚
に

霧
、
主
肝
臓
中
熱
、
臣

石
脂



一
方
、
『
本
草
集
注
』
所
引
の
『
襲
劃
』
の
甘
草
僚
に

北
、
乾
漆
、
苦
参
震
之
使
、
悪
遺
志
、
反
大
戟
、
完
花
、
甘
途
、
海
藻
四
物
。

と
あ
る
。
前
者
は
病
名
・
気
味
・
君
臣
佐
使
を
記
す
の
に
針
し
、
後
者
は
「
悪
」

ハ
お
)

ス
タ
イ
ル
は
確
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
①
「
襲
劃

と
あ
り
、

「
反
」
と
い
っ
た
棄
の
組
み
合
わ
せ
「
性
毒
相
反
」
の
記
述

が
主
で
、

北
湾
向
書
令
、
西
陽
王
徐
之
才
撰
:
:
:
九
そ
二
巻
」
と
あ
る
一
方
で
、

③
「
徐
之
才
雷
公
薬
劃
二
巻
」
と
い
う
よ
う
に
書
名
が
や
や
異
な
る
の
は
、
①
『
嘉
枯
本
草
』
と
③
『
新
唐
書
』
の
編
纂
が
同
時
期
に
行
わ
れ

た
た
め
、
『
嘉
茄
本
草
』
編
者
が
参
照
し
て
い
た
本
を
『
新
唐
書
』
襲
文
志
の
編
者
が
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、

(
羽
山
〉

の
記
述
③
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

と

『
新
唐
書
』

徐
之
才
撰
」
と
「
(
雷
公
)
薬
関
」
と
い
う
こ
つ
の
別
の
著
作
は
あ
っ
た
が
、

「
徐
之
才
雷
公
掛
照
射
」
と
い
う
よ
う
な
取
り
混
ぜ
た
よ
う
な
書
名
は
あ
り
え
な
い
、
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
嘉
祐
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
蕪
封
』
と
『
本
草
集
注
』
所
引
『
薬
封
』
侠
文
が
完
全
に
相
違
し
て
い
て
も
、
全
く
異
な
る
書
物
か

っ
か
さ
と

ら
の
引
用
、
と
断
ず
る
の
は
早
計
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
既
述
の
よ
う
に
①
「
衆
薬
を
以
て
品
・
君
臣
佐
使
を
名
づ
け
、
性
毒
相
反
及
び
主
る

こ
の
こ
と
は
「
薬
封

③ 

所
の
疾
病
」
と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
嘉
柏
木
草
』
所
引
徐
之
才
『
補
指
針
』
侠
文
に
は
性
毒
相
反
に
閲
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
な

い
。
わ
ず
か
に
『
嘉
祐
本
草
』
に
お
い
て
、
性
毒
相
反
に
つ
い
て
徐
之
才
『
薬
劃
」
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
三
箇
所
で
あ
る
。

- 35ー

⑪
(
有
甘
草
の
段
)
勿
食
海
藻

⑫
(
七
情
表
、
葱
寅
の
僚
〉
殺
百
草
毒
、
能
消
桂
花
潟
水

⑬
(
七
情
表
、
鼓
の
篠
〉
殺
六
畜
胎
子
毒

後
藤
ら
は
こ
れ
ら
の
箇
所
に
の
み
性
毒
相
反
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
、
と
述
べ
る
が
、
①
「
衆
棄
を
以
て
口
問
・
君
臣
佐
使
を
名
づ
け
、
性
毒

っ
か
さ
ど

相
反
及
び
主
る
所
の
疾
病
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

引
用
さ
れ
た
部
分
だ
け
が
全
文
、

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

恐
ら
く
掌
高
錫
が

277 

「
性
毒
相
反
」
の
記
述
は
諸
病
、
逼
用
薬
の
書
式
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
意
園
的
に
排
除
し
た
、
と
考
え
る
の
が
種
嘗
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

(
初
出
)

⑪
J
⑬
の
部
分
を
唐
代
の
『
本
草
集
注
』
の
姿
を
今
に
停
え
る
敦
埋
木
『
本
草
集
注
』
と
『
嘉
祐
本
草
』
と
で
比
較
し
て
み
る
と
、

い
く
つ
か
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(

お

)

の
疑
問
が
で
て
く
る
。
さ
し
あ
た
り
⑪
は
問
題
な
い
が
、
⑫
は
「
葱
寅
」
白
鐙
が
敦
憧
本
に
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

同
じ
内
容
の
『
千
金
方
』
巻
一
序
例
・
用
禁
に
は

七
情
表
部
分
と
ほ
ぼ

「
葱
寅
」
僚
が
あ
る
。

」
の
よ
う
に
こ
の
箇
所
は
史
料
的
に
混
飽
し
た
箇
所
で

徐
之
才

『
繋
酎
』
が
注
と
し
て
加
え
ら
れ
た
意
一
義
は
「
本
草
集
注
』
の
七
情
表
の
停
世
の
経
緯
と
あ
わ
せ
て
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
最

も
問
題
な
の
は
⑬
鼓
が
、
敦
埋
本
『
本
草
集
注
』
の
七
情
表
、
鼓
僚
に
は
「
熱
六
畜
胎
毒
」
と
あ
り
、

⑬
の

「
殺
六
畜
胎
子
毒
」
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
陶
弘
景
参
照
『
薬
針
』
と
『
嘉
祐
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
薬
封
』
に
一
致
す
る
箇
所
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
雨

史
料
に
関
係
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
徐
之
才
『
繋
封
』
と
『
本
草
集
注
』
所
引
の
『
薬
劃
』
の
内
容
が
異
な

っ
て
い
る
の
は
、
同
一
書
の
異
な
る
部
分
の
引
用
で
あ
る
か
ら
、
と
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
撃
に
よ
っ
て
陶
弘
景
参
照
の
『
薬
針
』
と
徐
之
才
『
薬
封
』
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

未
だ
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
は
レ
レ
が
た
い
。

」
の
ほ
か
に
も
、

『
嘉
枯
本
草
』

t主

- 36-

「
臣
再
錫
等
謹
按
徐
之
才
『
薬
針
』
孫
思
遡
『
千
金

(

扮

)

方
』
陳
臓
器
『
本
草
拾
遺
』
序
例
如
後
」
で
は
じ
ま
る
段
の
中
に
徐
之
才
『
薬
封
』
序
例
と
さ
れ
る
文
が
あ
り
、
徐
之
才
『
契
封
』
の
も
の
か

(

叫

)

ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
十
分
な
結
論
を
得
て
レ
な
い
。
今
後
、
こ
う
い
っ
た
方
面
か
ら
『
葵
封
』
の
研
究

ハH
U
)

を
準
め
る
た
め
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
『
本
草
集
注
』
諸
病
通
用
描
捜
部
分
と
七
情
表
の
分
析
が
か
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
は
北

徐
之
才
『
禁
制
到
』
と
『
描
照
射
』

旗
開
・
徐
之
才
の
役
割
の
分
析
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
、

(

位

)
ぃ
。
こ
こ
で
は
『
嘉
枯
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
薬
封
』
部
分
は
、
徐
之
才
が
書
い
た
も
の
、

の
闘
係
に
つ
い
て
は

別
に
論
じ
る
も
の
と
し
た

と
い
う
黙
で
先
事
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
こ
と

を
重
視
し
、

『
嘉
祐
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
棉
照
射
』
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
く
。

(2) 

薬
品
名
の
検
討

ま
ず
筆
者
は
徐
之
才

『
薬
劃
』
中
に
記
さ
れ
た
病
名
と
薬
物
名
と
の
劉
雁
閲
係
を
全
て
抜
き
出
し
て
整
理
し
た
上
で
、
徐
之
才
『
爽
劃
』
を

陶
弘
景
『
本
草
集
注
』
と
比
較
し
、
『
本
草
集
注
』
に
含
ま
れ
な
い
薬
物
名
を
と
り
だ
し
て
み
た
。
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徐之才『紫雲オ』にはあって『集注本草』には項目 としてあげられていない品目

薬 名 和 名 封居室する病名

梁上塵 ウツパリノウエノホコリ 療風通用

古屋瓦肇 カワラ 消濁

商醤 キンマ 小便利

楓香 フウ 療風通用

(蹴月〉鵠鑓 キュウカ ンチョウ 五痔

飽魚頭 (フナの頭) 腐癖下痢

銅背 リョ夕、ンョウ 目赤熱、痛

料厭 カシワ 五痔

料樹皮 カシワ 中盛

樹皮 カシワ 悪癒

腕黄根弁故竹扇末 (マオウの根に古い竹扇の粉〉 止汗

麹 コウジ 腸瀞下痢

久腕殻 (シジミの殻〉 腐講生下痢

猪膜 フ'fl 下字L

表 1

※和名の特定には校注代表者・木村康一 『新注校定園誇本草綱目.)J (春陽堂書庖

1973~1978) を用いた。 ( )は『園謬本草網目」に和名がなかったためl'大

漢和野典』などにより剣断した。

こ
の
表
1
の
十
四
品
目
は
『
本
草
集
注
』
で
は
品
目
と
し
て
か
ぞ
え

ら
れ
て
い
な
い
。
徐
之
才
が
開
興
し
た
北
湾
期
編
纂
の
『
修
文
股
御

覧
』
に
『
本
草
集
注
』
の
内
容
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ

(
円
相
〉

る
よ
う
に
、

『
一
脚
農
本
草
鰹
』
は
み
て
い
て
も
『
本
草
集
注
』
は
参
照

さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
貫
際
、
徐
之
才
『
掛
照
射
』
に
は
『
本
草

集
注
』
牧
載
の
薬
名
が
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
、
必
ず
し
も
薬

殺
も
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
表
1
の
上
か
ら
六
品
目
は
、
正
統
本
草
に

お
い
て
は
『
新
修
本
草
』
で
は
じ
め
て
登
場
す
る
繋
名
で
あ
り
、
徐
之

(

必

〉

才
が
『
本
草
集
注
』
を
参
照
し
て
い
な
い
可
能
性
は
高
い
。
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で
は
、
こ
れ
ら
の
陶
弘
景
の
書
に
見
ら
れ
な
い
薬
名
か
ら
徐
之
才

『
薬
封
』
の
性
格
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

西
域
系
の
新
出
品
目
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
拙
稿
で
も

述
べ
た
よ
う
に
北
湾
政
権
に
は
多
く
の
西
域
系
の
人
聞
が
参
董
し
て
お

り
、
西
域
か
ら
の
人
や
物
産
の
往
来
が
あ
り
、
西
域
の
物
産
が
薬
品
と

し
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
は
北
貌
政

(

必

〉

擢
の
後
牢
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徐
之

才
『
爽
封
』
に
西
域
系
の
品
目
、
か
な
い
の
は
奇
異
で
は
な
い
だ
ろ
う

台、

劃
照
的
な
こ
と
に
、

ほ
ぼ
同
時
期
、
梁
か
ら
北
周
に
か
け
て
宮
廷
の
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(
日
明
〉

醤
事
に
関
わ
っ
た
挑
僧
垣
の
著
書
『
集
験
方
』
に
は
イ
ン
ド
原
産
の
詞
繋
勤
(
ミ
て
ハ
ラ
ン
)
や
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
一
ス
タ
ン
原
産
の
阿
貌
(
ア

(

門

出

)

ギ
)
、
東
南
ア
ジ
ア
原
産
で
あ
る
安
息
香
(
エ
ゴ
ノ
キ
科
安
息
香
樹
)
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。
徐
之
才
と
挑
信
垣
の
置
か
れ
た
吠
況
を
園
際
環
境
の

饗
化
に
あ
わ
せ
て
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
徐
之
才
『
薬
劃
』
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
は
、
徐
之
才
は
西
域
か

ら
の
新
来
の
物
産
を
薬
品
と
し
て
用
レ
る
朕
況
に
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
せ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
商
醤
(
キ
ン
マ
)
の
よ
う
に
雲
南
・
東
南
ア
ジ
ア
で
作
ら
れ
る
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ

い
て
は
『
湾
民
要
術
』
巻
一

O
に
「
商
子
(
フ
ウ
ト
ウ
カ
ズ
ラ
)
」
が
み
ら
れ
る
。
珂
醤
は
商
子
か
ら
つ
く
ら
れ
た
醤
で
あ
る
の
で
、

術
』
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
東
貌
の
時
に
、
山
東
地
域
に
靖
子
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
か
、
そ
の
知
識
が
停
え
ら
れ
て
レ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
。
書
か
れ
た
地
域
と
南
朝
と
の
交
流
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
謹
左
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
南
か
ら
し
か
入
手
で
き
な
い
も

『
翼
民
要

の
の
数
が
少
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
品
目
の
中
で
特
徴
的
に
思
わ
れ
る
の
は
、
梁
上
塵
(
梁
の
上
の
ほ
こ
り
)
や
古
屋
瓦
蓋
(
古
い
家
の
瓦
)
、
航
責
根
弁
故
竹
扇
末
(
廊
黄
の

- 38-

根
と
古
い
竹
扇
を
研
い
た
も
の
を
混
ぜ
る
)
と
い
っ
た
身
近
な
も
の
を
昆
方
に
用
い
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
禁
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ

(

必

)

う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
経
験
的
に
始
以
能
が
あ
る
と
い
う
言
い
停
え
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
梁
や
古
い
屋
根
瓦
や
竹
扇
に
何
ら
か
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
想
像
さ
れ
る
。
後
者
で
は
、
徐
之
才
の
叔
父
、
徐
嗣
伯
が
女
性
の
滞
冷
や
石
抗
に
よ
る
病
、
鬼
物
を
多
く
見
る
と

い
ず
れ
も
原
因
で
あ
る
鬼
気
や
邪
気
を
排
う
に
は
枕
が
有
数
な
の
だ
、

(

必

)

自
の
道
術
的
論
理
を
説
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
た
異
な
る
三
つ
の
病
に
射
し
て
、

「
死
人
枕
」
を
用
い
て

と
濁

以
上
の
分
析
か
ら
、
徐
之
才
『
蕪
封
』
は
西
域
か
ら
の
物
産
が
届
き
に
く
く
、

西
域
や
南
海
の
物
産
の
流
入
が
南
朝
・
梁
に
集
中
し
て
い
た

時
期
、
す
な
わ
ち
北
説
末
か
ら
東
貌
初
め
華
北
が
混
蹴
に
あ
っ
た
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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南
北
朝
か
ら
惰
唐
の
醤
事
制
度
ー
ー
な
ぜ
徐
之
才
『
襲
封
』
は
つ
く
ら
れ
た
か

ω『
輔
衆
封
』
と
向
栗
典
御
徐
之
才

そ
の
一
端
が
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
唐
初
の

(
印
〉

『
新
修
本
草
』
お
よ
び
『
千
金
方
』
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
開
元
年
聞
に
至
っ
て
も
秘
閣
に
す
ら
蔵
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

(

日

)

徐
之
才
の
子
孫
は
唐
初
ま
で
は
確
認
で
き
、
一
族
が
力
を
維
持
し
て
い
た
聞
は
、
こ
の
書
が
秘
俸
の
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
に
徐
之
才
が
こ
の
書
物
を
し
る
す
必
然
性
・
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ

徐
之
才
『
禁
制
到
』
と
い
う
書
物
は
『
北
湾
書
』

・
『
北
史
』
等
史
書
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

る。
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徐
之
才
に
墓
誌
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
『
漢
貌
南
北
朝
墓
誌
集
簿
』
に
よ
っ
て
贋
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
誌
は
比
較
的
長
文
で
、
正
史

(

臼

)

以
上
に
之
才
の
歴
官
を
あ
き
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
史
で
は
不
分
明
で
あ
っ
た
生
年

・
渡
年
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
之
才
の

(
臼
〉

本
貫
地
を
求
め
る
資
料
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
歴
史
研
究
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
徐
之
才
墓
誌
中
の
歴
官
に
「
向
薬
典
御
」
と
い
う
職
名
が
み
ら
れ
る
。
寅
は
こ
れ
は
中
園
醤
事
史
・
制
度
史
上
、
見
逃
す
べ
か
ら

ざ
る
記
述
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
徐
之
才
墓
誌
の
向
禁
典
御
と
い
う
記
述
は
こ
の
官
職
名
と
し
て
は
年
代
が
特
定
で
き
る
最
も
古
い
も
の
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
徐
之
才
墓
誌
に
は
彼
が
五
二
五
年
、
二

一
歳
の
時
、
北
説
に
囚
わ
れ
た
後
の
記
述
に

衣
裾
席
を
満
た
し
、
車
騎
門
を
填
め
、
洛
を
傾
け
相
招
き
、
時
俗
を
誼
動
す
。
乃
ち
散
騎
常
侍
在
員
外
に
除
せ
ら
れ
、
尋
い
で
向
蕪
典
御

と
も
が
ら

(U3

と
(
震
〉
り
、
曹
此
の
濯
を
嘉
と
す
。
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こ

の

誌

文

に

績

け

て

年

代

が

特

定

で

き

る

記

述

が

「

普

太

初

」

の

前

に

「

明

割

輔

遁
直
散
騎
常
侍
」
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
彼
が
向
襲
鼠
ハ
御
と
な
っ
た
の
は
五
二
五
年
か
ら
五
三

O
年
の
聞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
あ
わ

と
あ
り
、

「普
太
初
」

(
普
泰
元
年
は
五
三
一
年
)
で
あ
り
、
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(
閉
山
〉
(
日

xm抑

)

北朝史書中「向禦典御」となったことがわかる者

氏 名 日寺 期 出 典

佳景鳳 貌(北貌・東貌〕 「北斉書」径二三世景!恩俸

東貌
住園(景鳳子，北史や問つ 天保初 (550) 『北斉書』 巻二三世景鳳惇

租斑 文宣期 (550-558) 『北斉書』 巻三九租瑳惇

北湾 劉1宣文 武成期 (559-560) 『北斉醤』 径三三徐之才惇
張子信 太寧中 (561) 「北史J各八九張子信俸
徐之範(徐之才弟〉 太寧二年(562)以前 『北斉書』 径三三徐之才俸

西鶏 侯莫隙君主(際崇弟〕 大統二年 (536) 『周書」巻一六侯莫棟崇停
越週(文深父〕 貌(北貌・東貌?) 「周書」巻四七草基術停
許澄 550年以後 『北史』巻九十慈術下(梁人〕

表 2

せ
て
『
北
斉
書
』
巻
三
三

・
徐
之
才
俸
を
み
て
い
く
と
孝
昌
二
(
五
二
六
)
年
の
記
事
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

孝
昌
二
年
、
洛
に
至
る
や
、
殺
し
て
南
館
に
居
せ
し
め
、
遇
さ
る
る
こ
と
甚
だ
優
た
る
に

至
る
。
従
租
警
の
子
践
、
啓
し
て
之
才
を
宅
に
還
さ
ん
こ
と
を
求
む
。
之
才
、
薬
石
に
数

を
多
く
し
て
、

又
綬
史
を
閥
渉
し
、

(

日

)

め
、
之
が
償
問
に
血
管を
延
ぶ
。

(

白

川

)

徐
之
才
は
嘗
初
は
南
館
で
優
遇
を
う
け
て
い
た
が
、
-
祖
父
の
兄
弟
に
あ
た
る
徐
警
の
子
で
あ
る

震
言
嬬
捷
。

朝
賢
競
い
て
相
い
引
か
ん
こ
と
を
要

徐
践
に
よ
っ
て
身
を
請
け
ら
れ
た
。
彼
は
瞥
術
に
た
け
、
経
史
に
逼
瞬
し
、
機
知
に
富
ん
で
い

た
の
で
、
洛
陽
の
朝
士
は
競
っ
て
彼
を
招
い
た
、

と
い
う
。
こ
の
記
述
は
先
に
掌
げ
た
墓
誌
の
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記
述
と
内
容
的
に
相
似
し
て
お
り
、
よ
っ
て
彼
が
向
薬
典
御
を
奔
し
た
の
は
五
二
六
年
か
ら
五

三

O
年
と
み
ら
れ
る。

次
に
北
朝
の
史
書
に
み
ら
れ
る
向
禁
典
御
に
つ
い
た
も
の
を
あ
げ
た
。

崖
景
鳳
が
向
楽
典
御
と
な

っ
た
年
代
を
特
定
出
来
な
い
が
、
他
は
徐
之
才
墓
誌
の
記
述
を
さ
か

の
ぼ
る
も
の
で
は
な
く
、
徐
之
才
墓
誌
に
み
ら
れ
る
記
述
は
ど
の
正
史
の
記
述
よ
り
古
い
こ
と

は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
向
都
知
典
御
に
つ
い
て
は
唐
代
の
向
禁
奉
御
の
職
掌
に
つ
い
て
の
説
明

が
参
考
に
な
る
。

『
唐
六
典
』
巻
十
一
・
殿
中
省
に
衣
の
よ
う
に
あ
る
。

向
紫
奉
御
は
御
薬
を
合
和
し
診
候
の
事
に
及
ぶ
を
掌
る
。
直
長
、
之
の
試
と
帰
る
。
凡
そ

川

W
劉

E
1旬
判
例
当
判
明
。
九
そ

ω創
剰
叫
到
M
付
↓
剖
」
判
同
刈
割
問
引

必
ず
其
の
五
味

・
三
性
・
七
情
を
排
じ
、
然
る
後
に

て
す
べ
し
。
方
家
の
大
経
た
る
や
、



剤
を
和
す
る
の
節
と
震
す
。
五
味
謂
(
中
略
〉
三
性
謂
〈
中
略
〉
付
七
情
は
里
行
を
有
す
る
者
、
相
須
う
べ
き
有
る
者
、
相
使
を
有
す
る

者
、
相
畏
を
有
す
る
者
、
相
悪
む
有
る
者
、
相
反
を
有
す
る
者
、
相
殺
を
有
す
る
者
を
謂
う
。
(
中
略
)
九
そ
御
輔
衆
を
合
和
し
、
股
中
監

(

印

〉

と
其
の
分
・
剤
を
親
、
薬
成
ら
ば
、
先
に
嘗
め
て
こ
れ
を
進
む
。

向
薬
奉
御
は
向
薬
局
の
長
官
で
、
皇
一
一
帝
の
御
蕪
の
調
合
・
診
候
の
事
を
掌
っ
た
。
向
薬
局
の
設
置
、
職
掌
に
つ
い
て
は
北
斉
の
も
の
を
惰
が
、

惰
制
を
唐
が
継
承
し
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
、
『
唐
六
典
』
の
向
薬
典
御
(
奉
御
〉
の
職
掌
に
つ
い
て
の
説
明
は
北
斉
・
惰
に
お
い
て
も
ほ
ぼ

(
m
m
〉

ち
な
み
に
惰
代
に
典
御
か
ら
奉
御
に
名
稽
が
慶
更
さ
れ
て
、
唐
代
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
容
は
先
に
あ
げ
た
掌

あ
て
は
ま
る
。

高
錫
『
嘉
柏
木
草
』
所
引
書
俸
の
徐
之
才
『
蕪
封
』
の
説
明
、
史
料
①
と
一
致
す
る
。
ま
ず
例

ωは
①
の
「
品
・
君
臣
佐
使
を
名
づ
け
」
に
あ

た
り
、
川
w
は
蕪
性
に
つ
い
て
述
べ
た
「
性
毒
相
反
」
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
向
薬
典
御
(
奉
御
)
の
職
掌
そ
の
も
の
が

徐
之
才
『
薬
封
』
の
趣
旨
に
一
致
し
て
お
り
、
徐
之
才
が
徐
之
才
『
輔
衆
封
』
を
編
纂
し
た
の
は
、
向
蕪
典
御
と
し
て
必
要
な
マ
ニ
ゐ
ア
ル
と
し

て
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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ち
な
み
に
表
2
中
、
北
湾
期
に
向
蕪
典
御
を
歴
任
し
た
租
廷
は
北
湾
後
期
の
宰
相
と
な
っ
た
人
物
で
、
恩
倖
勢
力
に
劃
峠
し
た
漢
人
勢
力
の

領
袖
で
あ
る
。
こ
の
職
は
ほ
ぼ
漢
人
濁
占
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
り
、
皇
一
帝
の
毒
味
係
乗
侍
醤
的
役
割
を
は
た
す
側
近
中
の
側
近
で
あ
る

の
で
、
北
湾
政
権
の
擢
力
構
造
を
考
え
る
上
で
も
軽
視
で
き
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
北
朝
の
捕
虜
で
あ
っ
た
徐
之
才
が
こ
の
よ
う
に
重
要
な
職
に

就
い
た
の
か
、

ま
た
、
従
来
、
北
湾
起
源
と
さ
れ
る
職
に
北
雛
時
に
就
い
た
と
い
う
の
は
ど
う
解
得
さ
れ
る
の
か
。
あ
わ
せ
て
向
薬
典
御
の
一
意

義
を
検
討
し
て
い
く
。

(2) 

向
襲
局
の
設
置
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(

臼

)

向
薬
局
と
太
醤
署
の
分
置
に
闘
し
て
山
本
徳
子
は
唐
代
以
前
の
醤
局
の
襲
這
を
検
討
し
、
決
の
よ
う
な
表
を
あ
げ
て
整
理
し
た
。

『
責
治
通
鑑
』
胡
注
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
七
・
梁
紀
三
・
天
監
七
(
五
O
八
)
年
篠
「
貌
皇
子
昌
卒
、
侍
御
師
玉
頭
失
於
療
治
」
注
)
に
よ

そ
し
て
、
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太瞥署と向難局

管轄 太笛署 管稽 向薬局

秦 小府嵐官 太醤令丞
前漢 太 常 太 醤令
後漢 少 府 太盤令

主車 少 府 太監査令
西菅 ε万全z丈， 正 太笛令丞

東菅 r~ 下 太智令丞
木-品ー・ 侍 中 太瞥令丞

南斉 侍 中(門下省) 太盤令丞

梁 門下省 太留令丞 | 
陳 門下省 太~令丞

北貌 太 H出，.. 太磁令 門下省 向事案局
北斉 太常寺 太欝令丞 門下省 向薬局

階 太常寺 太瞥令丞 門下省(後， 殿中省)向薬局

唐 太常寺 太智令丞 殿中省 向薬局

表3

っ
て
、
向
薬
局
の
設
置
は
北
貌
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
-摘
し
て

(
臼
〉

し可。。
笹
師
、
左
右
に
侍
御
す
e

因
り
て
以
て
官
に
名
づ
く
。
後
貌
の
制
、
太
醤
令

は
太
常
に
属
し
、
醤
端
然
を
掌
る
。
而
れ
ど
も
門
下
省
に
別
に
向
薬
局
あ
り
。

(
ω
)
 

侍
御
師
は
蓋
し
今
の
御
醤
也
。

北
説
で
は
太
醤
令
は
太
常
に
麗
し
、
門
下
省
に
向
薬
局
が
属
す
る
。
こ
れ
は
惰
唐

侍
御
師
に
つ
い
て
は
徐
容
ロ

・
王
額
(
と
も
に
『
鶏
書
』
巻
九

制
度
の
原
型
で
あ
る
。

了
術
慈
俸
)
の
名
が
あ
り
、
彼
ら
が
侍
御
師
の
職
を
奔
し
た
の
は
と
も
に
北
貌
高

租
孝
文
一
帝
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
北
賓
の
制
度
で
は
侍
御
師
も
向
薬
局
の
構
成
員

(

臼

)

で
あ
る
。

- 42ー

山
本
の
論
貼
が
太
田
国
署
に
あ
る
た
め
、
こ
の
軸
'
に
閲
し
て
あ
げ
ら
れ
た
史
料
は

以
上
に
限
ら
れ
、
な
ぜ
向
薬
局
が
北
貌
で
設
置
さ
れ
た
の
か
は
解
明
し
て
い
な

い
。
だ
が
、
す
で
に
本
論
考
で
表
2
に
あ
げ
た
よ
う
に
北
朝
史
書
中
の
向
葵
典
御

の
役
職
に
つ
い
た
者
や
徐
之
才
墓
誌
の
記
述
か
ら
北
貌
末
に
「
向
薬
局
」
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

問
題
は
先
に
示
し
た
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

な
ぜ
、
北
貌
に
お
い
て
忽
然
と

こ
れ
は
醤
事
史
の
み
な
ら
ず
制
度

史
に
お
け
る
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
そ
の
鍵
は
北
貌
期
に
隠
さ
れ
て
レ

る
よ
う

山
間
薬
局
が
で
て
き
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
、

で
あ
る
。



北
朝
の
史
料
を
精
査
し
て
み
る
と
、
太
醤
署
が
太
常
に
属
し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
北
貌
宣
武
一
帝
一
期
か
そ
れ
よ
り
前
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
『
親
書
』
巻
八
・
世
宗
宣
武
一
一
帝
紀
、
永
卒
三
(
五
一

O
〉
年
の
僚
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
行
論
の
都
合
上
、
帥
制
。
を
附
し
て
い
る
。

多
十
月
(
中
略
〉
丙
申
、
詔
し
て
日
く
「
(
中
略
〉
下
民
の
紫
眼
疾
苦
に
至
り
で
は
、
心
は
常
に
之
を
感
む
。
此
を
し
て
価
ま
ざ
る
は
、
量

に
民
の
父
母
と
帰
る
の
意
あ
ら
ん
也
。

ω太
常
に
閑
倣
の
慮
に
別
に
一
館
を
立
て
、
京
畿
内
外
疾
病
の
徒
を
し
て
、
威
居
慮
せ
し
め
ん
こ

と

を

敷

す

ベ

し

。

倒

醤

署

に

厳

殺

し

、

師

を

分

か

ち

て

療

治

し

、

(

中

略

〉

叉

経

方

は

浩

博

、

流

俸

は
贋
き
慮
に
し
て
、
病
に
麿
じ
て
投
襲
す
る
は
、
卒
に
窮
究
し
難
し
。
更
め
て
有
司
を
し
て
、
。
諸
醤
工
を
集
め
、
篇
を
尋
い
で
簡
を
推

し
て
、
務
め
て
精
要
を
存
し
、
三
十
能
巻
を
取
ら
し
む
。
以
て
九
服
に
班
ち
、
郡
蘇
に
備
に
寓
さ
し
め
、
郷
邑
に
布
下
し
て
、
救
息
を
救

(
回
〉

う
の
術
を
知
ら
し
む
る
の
み
」
と
。

其
の
能
否
を
考
え
、

賞
罰
を
行
え
。

宣
武
一
帝
は
太
常
に
一
館
を
立
て
さ
せ
、

一
般
の
病
人
を
あ
つ
め
、
醤
療
活
動
を
行
わ
せ

ω、
そ
の
際
、
醤
署
に
劃
し
、
病
人
に
麿
じ
た
専
門

- 43ー

醤
師
に
治
療
に
あ
た
ら
せ
、
そ
の
能
力
衣
第
で
評
債
せ
よ
倒
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
醤
術
者
を
あ
つ
め
、
三
十
絵
巻
の
醤
書
を
作
成
さ
せ
、

郡
鯨
郷
ロ
巴
に
備
え
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る

O
。

『
親
書
』
宣
武
一
一
帝
紀
・
延
昌
元
年
(
五
二
一
)
夏
四
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

(

目

別

)

被
災
者
の
た
め
に
宣
武
一
帝
一
は
「
太
醤
」
を
祇
遣
し
て
い
る
。
本
来
、
太
醤
は
皇
帝
一
の
侍
醤
的
な
役
目
な
の
で
、
地
方
に
ま
た
は
一
般
の
病
人
の

た
め
に
涯
遣
さ
れ
る
こ
と
は
従
来
、
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詔
が
出
さ
れ
た
時
、
す
で
に
皇
帝
附
き
の
薬
・
診
候
の
措
嘗
者
が
別
に
い
た

の
で
あ
る
。
宣
武
一
帝一
は
孝
文
一
帝
期
に
「
補
侍
御
師
」
で
あ
っ
た
王
額
に
醤
棄
の
こ
と
を
ま
か
せ
、
詔
の

O
の
結
果
に
該
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る

ハ
回
)

『
薬
方
』
三
五
巻
を
つ
く
ら
せ
、
天
下
に
班
布
し
て
い
る
。
太
醤
の
職
掌
は
こ
こ
で
従
来
と
は
あ
き
ら
か
に
饗
質
し
て
お
り
、
醤
事
に
闘
す
る

職
掌
が
分
化
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ほ
か
に
も

ωに
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、

建
州
の
地
震
に
よ
る
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寅
は
こ
う
し
た
事
象
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
孝
文
一
一
帝
期
か
ら
見
ら
れ
た
。

(

ω

)

 

の
僚
で
は
民
開
へ
の
醤
師
涯
遣
が
行
わ
れ
て
お
り
、

『
競
霊
園
』
巻
七
下
・
高
祖
孝
文
一
帝
紀
・
太
和
一
一
一

(
四
九
七
)
年
九
月

『
輔
副
書
』
巷
九
一
術
審
・
李
僑
俸
に
は
孝
文
一
帝
一
が
洛
陽
遜
都
よ
り
前
に
醤
蓄
の
編
纂
を
東
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嘗薬局と中嘗禦局表4

「貌書』径九十三恩倖傍

『貌書』巻九十三恩倖博

r~書」巻六十五邪轡俸

I ~錦』軌十四閥官停
『貌書」巻九十四閥官侮

援典

吋ZZ|:zzzlE24ZT244

就任時期局

薬嘗

(

河

)

宮
で
行
っ
て
い
る。

ま
た
、
こ
の
記
事
の
醤
師
の
働
き
を
評
債
す
る
と
い
う
倒
は
『
周
躍
』
の
影
響
と
思
わ

(
九
)

れ
る
。

『
周
躍
』
天
宮
家
宰

・
醤
師
僚
に
衣
の
よ
う
に
あ
る
。

欝
師
、
醤
の
政
令
を
掌
る
。
毒
薬
を
褒
め
以
て
瞥
事
に
共
す
。
凡
そ
邦
の
疾
病
を
有
す
る
者、

{厄湯
者

造
る
や
、
則
ち
醤
を
し
て
分
ち
て
之
を
治
め
し
む
。
歳
終
ら
ば
、
則
ち
其
の
醤
事
を
稽
え
、
以
て
其
の

食
を
制
せ
。
十
全
は
上
と
信
用
し
、
十
に
一
を
失
さ
ば
之
に
次
せ
。

十
に
二
失
さ
ば
之
に
衣
せ
。

十
に
三

(η
〉

を
失
さ
ば
之
に
女
せ
。
十
に
四
を
失
さ
ば
下
と
篤
せ
。

こ
の
よ
う
に
孝
文
一帝
か
ら
宣
武
一帝
期
の
醤
事
に
閲
す
る
政
策
に
は
従
来
に
な
い
濁
特
な
理
念
が
見
う
け
ら

れ
、
太
醤
が
太
常
に
属
し
た
の
は
孝文一帝一
期
の
密
事
政
策
に
劃
す
る
理
念
の
幾
化
が
闘
興
し
て
い
る
と
み
て

今
ま
で
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、

間
違
い
な
い
。

ま
た
、

こ
の
よ
う
な
太
笛
の
地
方
へ
の
涯

- 44ー

遣
、
菌
書
の
政
権
に
よ
る
編
纂
事
業
と
い

っ
た
一
連
の
政
策
は
唐
代
の
先
脱
と
な

っ
て
い
る
。

と
こ

ろ
で
、
北
貌
の
醤
事
に
関
す
る
官
職
で
「
向
葵
」
を
冠
す
る
職
名
を
持
つ
も
の
は
、
先
に
表
3
に
あ

(
η
)
 

げ
た
逼
り
で
、
孝
文
一
帝
以
前
に
限
れ
ば
太
盤

・
嘗
薬
監

・
太
醤
博
士
職
が
史
書
か
ら
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に

菌
事
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
者
を
探
す
と
、
「
嘗
薬
」
局
と
い
う
も
の
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り

『
陪
書
』
百
官
志
か
ら
現
在
の
制
度
史
研
究
に
い
た
る
ま
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
名
稿
か
ら
し
て

「向
繋
」
局
の
前
身
と
思
わ
せ
る
。
注
意
す
べ
き
は
嘗
繋
典
御

・
次
御
に
な

っ

「
嘗
薬
」
局
の
存
在
自
盟
、

た
三
人
の
う
ち
、
二
人
は
恩
倖
俸
に
列
さ
れ
る
者
で
、
中
嘗
輔
衆
典
御
に
な
っ

た
二
人
は
閣
官
、
す
な
わ
ち
箆

官
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
親
書
』
恩
倖
停
・
閣
官
停
に
は
嘗
食
典
御
と
い
う
職
名
が
あ

(

九

)

る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
北
旗
開
・
惰
・
唐
代
に
は
向
食
局
も
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、

薬
」
は
「
向
薬
」
の
、
「
嘗
食
」
は
「
向
食
」
の
源
流
と
推
測
可
能
で
あ
る
。

や
は
り
「
嘗



ま
ず
、
最
も
古
く
「
嘗
輔
衆
」
の
名
が
見
ら
れ
る
の
は
、

「
中
嘗
蕪
典
御
」
の
買
祭
の
記
事
(
五
一
四
年
)
で
あ
り
、
次
が
「
嘗
爽
衣
御
」
の
徐

義
恭
の
記
事
(
五
一
五
年
)
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
設
置
は
宣
武
一
帝
期
〈
四
九
九
l
五
一
四
〉
を
下
ら
ず
、
設
置
も
そ
れ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
ら

な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
嘗
薬
」
典
御
の
職
掌
は
名
稽
か
ら
し
て
、
紳
農
が
棄
を
嘗
め
た
と
い
う
俸
読
や
『
唐
六
典
』
に
よ
る
向
襲
典
御
の
説
明

「
薬
成
ら
ば
、
先
に
嘗
め
て
こ
れ
を
進
む
」
と
一
致
し
、
向
薬
典
御
と
同
じ
職
掌
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
一
方
、
「
嘗
食
」
典
御
に
つ
い

て
は
北
湾
の
向
食
典
御
と
職
掌
が
一
致
す
る
事
を
示
す
史
料
が
あ
る
。
ま
ず
『
親
書
』
巻
九
三
・
侯
剛
俸
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

侯
剛
、
字
は
乾
之
、
河
南
洛
陽
の
人
。
其
の
先
は
代
の
人
な
り
。
本
は
寒
微
に
出
、
少
く
し
て
鼎
姐
を
普
く
す
る
を
以
て
、
証
を
進
め
て

(

万

)

出
入
す
。
久
し
く
し
て
、
中
散
を
奔
し
、
冗
従
僕
射
・
嘗
食
典
御
に
累
遁
す
。

「
鼎
姐
を
善
く
す
る
を
以
て
、
証
を
準
め
て
」
と
あ
る
の
で
皇
帝
一
の
食
事
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

『
惰
書
』
巻
二
七
・
百
官
志
中
に
北

放
同
の
制
度
と
し
て
向
食
局
の
と
こ
ろ
に
「
御
膳
の
事
を
綿
知
す
」
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
。

「
嘗
薬
」

「
嘗
食
」
は
「
向
薬
」

「
向
食
」
の
源

- 45ー

流
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
職
掌
は
そ
の
ま
ま
に
、
あ
る
時
期
に
表
記
が
襲
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
宣
官
の
み
で
構
成
さ
れ

(
苅
)

て
い
る
「
中
嘗
輔
衆
」
も
北
湾
の
制
度
に
「
中
向
薬
」
局
が
確
認
で
き
、
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
侯
剛
墓
誌
に
は
、
太
和
五
年
僚
に
績
い
て
、

季
年
(
太
和
二
三
(
四
九
九
)
年
)
の
こ
と
と
し
て
、

(

行

〉

は
も
っ
と
も
古
い
史
料
と
な
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
官
職
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
嘗
食
典
御
」

に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

「
嘗
×
典
御
」

と
い
う
職
名
と
し
て

下)」
『
親
書
』
巻
一
一
一
ニ
・
官
氏
志
に
よ
れ
ば
、

(

沼

)

「
太
醤
・
太
史
助
教
(
九
品
中
ど
が
あ
る
。

太
和
一
七
(
四
九
三
)
年
令
に
は
醤
事
官
職
は
「
嘗
薬
監
(
従
五
口
問
下
〉
」

「
太
醤
博
士
(
従
七
口
問

と
こ
ろ
が
太
和
二
三
(
四
九
九
〉
年
令
に
は
醤
に
闘
す
る
官
名
が
全
く
み
え
な
く
な
っ
て
お

り
、
こ
こ
で
醤
事
制
度
に
も
大
規
模
な
饗
更
が
加
え
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
和
二
三
年
令
は
孝
文
一
帝
一
の
晩
年
の
も
の

で
、
費
質
、
宣
武
一
一帝
期
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
官
氏
志
に
は
み
え
な
い
が
、
太
和
二
三
年
令
に
よ
っ
て
「
嘗
×
局
」
が
設
置
さ
れ
、
太
醤
署

と
嘗
爽
局
は
濁
立
し
た
機
関
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
す
れ
ば
、
他
史
料
と
整
合
的
に
解
揮
で
き
よ
う
。
で
は
、
嘗
薬
局
が
太

287 

和
二
三
年
令
で
設
置
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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嘗
薬
局
に
類
似
す
る
職
掌
を
も
ち
、
太
和
二
三
年
令
で
な
く
な
っ
た
官
職
を
探
し
て
い
く
と
、
太
和
一
七
年
令
で
は
あ
っ
た
が
二
三
年
令
で

な
く
な
っ
た

「
中
散
(
五
品
中
)
」
が
注
目
さ
れ
る
。

「中
散
」
は
そ
れ
ま
で
の
王
朝
に
は
類
例
の
な
い
北
貌
的
、
鮮
卑
的
な
官
職
と
し
て
知
ら

(

乃

)

(

ゆ

)

れ
る
。
北
貌
建
園
蛍
初
は
も
っ
ぱ
ら
鮮
卑
人
子
弟
の
起
家
官
的
役
目
を
果
た
し
て
お
り
、
皇
帝
側
近
と
し
て
様
々
な
役
目
を
掌
っ
た
。
た
だ
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
漢
人
で
あ
っ
て
も
専
門
的
技
謹
を
身
に
つ
け
た
者
、
例
え
ば
、
醤
術
や
天
文
術
数
に
つ
い
て
知
識
を
持
つ
も
の
が
評

債
さ
れ
て
登
用
さ
れ
る
場
合
に
、
興
え
ら
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
散
は
「
任
子
」
制
的
性
格
を
も
っ
て
お

ハ
但
)

り
、
子
も
中
散
(
五
口
問
中
)
を
起
家
官
と
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
太
和
二
三
年
令
以
降
、
中
散
と
い
う
官
職
が
無
く
な
る
と
、

専
門
的
技
塞
を
も
っ
て
中
散
と
な
っ
た
者
の
子
孫
は
「
嘗

x
典
御
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
に
奉
げ
た
嘗
食
典
御
に
な
っ
た
侯
剛
は
洛
陽
の
人
で
、
先
祖
は
代
の
人
と
あ
る
の
で
鮮
卑
系
と
思
わ
れ
る
が
、
最
初
、
中
散
と

な
り
、
後
、
嘗
食
典
御
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
子
、

侯
詳
は
前
掲
の
表
に
あ
げ
た
よ
う
に
嘗
食
典
御
と
な
っ
て
い
る
。

ム次に、

王
叡
と

- 46ー

王
橋
は
姑
減
に
居
住
し
て
い
た
が
、
北
涼
卒
定
後
、

(

位

)

て
お
り
、
子
の
王
叡
は
父
の
業
を
繕
ぎ
、
太
卜
中
散
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
徐
之
才
の
従
祖
父
、
徐
警
も
ま
た
中
散
と

い
う
人
物
の
父
、

「
天
文
卜
盆
」
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
侍
御
中
散
に
な
っ

首
時
、
劉
宋
領
で
あ
っ
た
山
東
地
域
へ
の
北
貌
侵
攻
に
ま
き
こ
ま
れ
、
皇
輿
三
(
四

(
回
)

六
九
)
年
、
北
貌
の
捕
虜
と
な
っ
た
。
彼
は
醤
術
を
北
貌
献
文
一
帝
一
に
み
こ
ま
れ
中
散
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
徐
容
日
の
醤
術
の
後
縫
者
が
い
れ
ば
、

中
散
に
な
る
の
が
通
例
、
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
後
継
者
に
位
置
す
る
徐
之
才
は
「
向
薬
典
御
」
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
さ
き
に
あ
げ
た
父
が
中

散
、
子
が
瞥
食
典
御
と
な
っ
た
侯
剛
・
侯
詳
父
子
と
同
類
で
あ
り
、
中
散
職
の
も
っ
て
い
た
性
格
の
一
部
が
嘗
食
・
嘗
薬
局
に
継
承
さ
れ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
で
は
「
中
散
」
を
麿
止
し
て
嘗
食
・
嘗
薬
局
が
門
下
省
に
設
置
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

川
本
芳
昭
に
よ
れ
ば
、
孝
文
一
帝
は
内
朝
改
革
に
と
り
く
み
、
北
族
中
心
で
運
営
さ
れ
て
い
た
内
朝
の
権
限
を
門
下
省
に
権
承
さ
せ
、
そ
こ
に

(

創

出

)

民
族
を
問
わ
ず
、
人
材
を
あ
つ
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
最
終
手
段
が
太
和
二
三
年
令
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
、
嘗
食
・
嘗
薬
局
は
鮮
卑
的
政
治
シ
ス
テ
ム
の
優
れ
た
部
分
を
と
り
だ
し
て
、
皇
一
一
帝
権
力
の
強
化
に
役
立
て
よ
う
と
い

な
っ
て
い
る
。
徐
警
は
元
来
、
南
朝
の
人
で
あ
っ
た
が
、



う
理
念
の
も
と
、
孝
文
帝
が
擢
力
の
集
中
を
推
進
し
て
い
た
門
下
省
下
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
中
散
」

〈

邸

)

に
つ
い
て
研
究
し
た
鄭
欽
仁
は
こ
の
「
中
散
」
職
麿
止
を
孝
文
帝
の
「
漢
化
」
策
と
と
ら
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
鮮
卑
色
濃
厚
な
「
中
散
」

は
消
え
た
の
で
あ
る
が
、
北
貌
が
園
初
か
ら
行
っ
て
き
た
民
族
・
出
自
を
と
わ
ず
、
特
殊
技
術
者
を
皇
一帝
側
近
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
政

策
は
嘗
襲
・
嘗
食
局
と
し
て
緯
績
し
て
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
鮮
卑
的
政
治
シ
ス
テ
ム
の
理
念
が
一
部
縫
承
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
部
局
設
置
に
闘
し
て
北
貌
末
か
ら
惰
唐
に
至
る
ま
で
を
覗
野
に
入
れ
て
み
れ
ば
、
設
置
の
意
固
と
う
ら
は
ら
に
、
北
貌
末
の
恩

(

防

)

倖
・
宣
官
を
践
愚
さ
せ
、
東
貌
・
北
湾
期
で
は
漢
人
が
擢
力
中
橿
に
接
近
す
る
足
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
朝
末

に
特
徴
的
な
側
近
・
恩
倖
政
治
を
生
み
出
す
温
床
と
な
っ
た
も
の
で
、
北
朝
政
治
史
に
お
け
る
向
薬
局
の
設
置
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
北
貌
太
和
二
三
年
令
に
お
け
る
嘗
薬
局
の
成
立
こ
そ
、
北
湾

・
惰
唐
の
醤
事
制
度
の
基
盤
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立

ハ
釘
〉

は
、
技
術
者
を
政
権
の
中
一
夜
に
組
み
込
も
う
と
し
た
鮮
卑
政
権
の
存
在
無
し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
徐
之
才
が
向
爽
典
御
の
職
に
就
い
た
理
由
を
考
え
る
の
は
難
し
く
な
い
。
徐
之
才
は
と
ら
わ
れ
た
あ
と
、

一
時
洛

-47ー

陽
の
南
舘
に
居
住
さ
せ
ら
れ
る
が
、

そ
の
後
、
徐
之
才
の
従
祖
父
・
徐
容
の
子
徐
践
は
徐
之
才
の
身
を
請
け
て
い
る
。
徐
之
才
が
北
貌
に
と
ら

わ
れ
る
前
か
ら
、
従
祖
父
、
徐
容
は
北
貌
に
お
い
て
醤
術
者
と
し
て
重
用
さ
れ
た
人
物
で
中
散
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
技
術
的

後
継
者
と
い
え
る
徐
之
才
が
北
朝
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
中
散
と
い
う
官
は
無
く
、
そ
の
役
割
の
一
部
を
耀
承
す
る
官

職
と
し
て
、
嘗
薬
局
・
嘗
食
局
な
ど
が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
徐
之
才
は
徐
容
ロ
の
後
縫
者
と
し
て
、
ま
た
醤
術
の
知
識
を
持
つ
者
と
し

て
、
「
嘗
薬
」
典
御
と
い
う
職
を
奔
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
彼
が
こ
の
職
に
つ
い
た
年
代
は
、
先
に
考
謹
し
た
よ
う
に
墓
誌
・
正
史
か
ら
五
二
六
年
か
ら
五
三

O
年
の
聞
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

さ
き
の
表
4
の
嘗
繋
典
御
の
歴
官
者
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
北
貌
末
、
こ
の
官
職
は
恩
倖
ら
が
牛
耳
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
優
秀

な
醤
術
者
で
も
外
固
か
ら
き
た
人
聞
が
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
五
二
八
年
、
爾
朱
築
が
謀
っ
た
河
陰
の

(

問

〉

襲
に
よ
っ
て
、
恩
倖

・
置
官
は
勢
力
を
大
き
く
そ
が
れ
た
。
恐
ら
く
は
徐
之
才
が
向
襲
典
御
の
職
に
つ
い
た
の
は
他
に
候
補
者
が
い
な
く
な
っ

pa-

、
o
-
-
0
・-、

手
J

、v
争
J

ゅ
ー
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た
こ
の
五
二
八
年
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
南
朝
か
ら
の
捕
虜
で
あ
っ
た
徐
之
才
が
向
薬
典
御
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
は
、
鮮
卑
北
親
政
権
が
建
園
嘗
初
か
ら
特
殊
技
術
を
持

つ
者
を
優
遇
し
て
き
た
と
い
う
一
連
の
政
策
の
延
長
線
上
に
お
き
た
で
き
ご
と
で
あ
っ

た
。
徐
之
才
『
葵
封
』
の
出
現
は
北
朝
史
の
展
開
の
中

で
は
じ
め
て
必
然
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
て
は

最
後
に

「嘗
薬
」
と
「
向
薬
」
と
い
う
名
稽
の
相
違
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
北
湾
末
に
出
変
更
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
の
時
期
に
つ

『
北
湾
書
』
(
六
三
六
年
成
立
て
徐
之
才
(
五
七
二
年
波
)
墓
誌
に

『
調
書
』

(
五
五
九
年
成
立
)
に
は
「
向
薬
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
、

は
あ
る
こ
と
か
ら
、

五
五
九
J
五
七
二
年
、

恐
ら
く
は
河
清
三
年
令
(
五
六
四
〉
に
よ
る
も
の
と
推
測
す
る。

こ
れ
を
承
け
て
、

徐
之
才
墓
誌

は
「
向
葵
典
御
」
と
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
唐
六
典
』
巻
一
一
殿
中
省
は
「
嘗
葵
」

「
嘗
食
」
に
つ

い
て
は

一
切
ふ
れ
な
い
が
、
向
食
局

の
注
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

- 48ー

(
回
)

秦
六
向
を
置
く
、
山
間
食
の
名
有
り
。
如
淳
以
焦
ら
く
、
天
子
を
主
す
る
物
を
以
て

「
向
」
と
白
う
、
と
。

こ
の
注
が
牽
強
附
舎
で
あ
る
か
ど
う
か
剣
断
す
る
材
料
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
名
稽
鑓
更
に
は
北
競
末
の
恩
倖
・
宣
官
の
政
庖
の
足
場
と
な
っ

た
こ
と
に
劃
す
る
嫌
悪
が
あ
っ

て、

そ
れ
を
う
ち
消
す
た
め
に
「
向
」
字
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

お、

わ

り

以
上
、
徐
之
才
『
繭
照
射
』
の
南
北
朝
陪
唐
史
研
究
に
お
け
る
史
料
的
債
値
を
め
ぐ

っ
て
論
じ
て
き
た
。
あ
き
ら
か
に
で
き
た
こ
と
を
ま
と
め

れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

徐
之
才
『
薬
封
』
と
そ
れ
に
先
行
し
て
作
ら
れ
た
『
薬
封
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
様
々
な
論
が
展
開
さ
れ
て
レ
る
。
し
か
し
、
未

だ
、
そ
の
関
係
は
あ
き
ら
か
に
な
っ

て
お
ら
ず
、

解
明
の
た
め
に
は
今
後
『
本
草
集
注
』
諸
病
通
用
禁
部
分
と
七
情
表
の
研
究
を
進
め
て
レ

く
必
要
が
あ
る
。

h-
e'-

、

争
I

J
l

『
嘉
一
拓
本
草
』
所
引
徐
之
才
『
察
封
』
部
分
は
、
徐
之
才
が
編
纂
し
た
も
の
と
い
う
黙
で
先
撃
の
見
解
は

一
致
し



て
お
り
、
徐
之
才
『
禁
制
到
』
を
分
析
す
る
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

徐
之
才
『
繋
劃
』
は
西
域
系
の
薬
物
を
あ
ま
り
取
り
入
れ
て
い
な
い
が
、
南
朝
か
ら
は
一
定
の
物
資
の
流
入
が
あ
る
地
域
で
書
か
れ
た
と

推
察
さ
れ
、
徐
之
才
の
手
に
か
か
る
と
す
れ
ば
、
北
貌
末
期
か
ら
東
貌
前
期
頃
の
華
北
動
範
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。

徐
之
才
墓
誌
に
は
徐
之
才
が
皇
一
帝
の
繋
の
調
合
・
診
侯
を
職
掌
と
す
る
「
向
楽
典
御
」
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
徐
之
才
『
楽

仁主日
封
』
が
作
ら
れ
た
理
由
は
こ
の
職
掌
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
貼
で
北
朝
醤
事
・
制
度
史
に
お
け
る
徐
之
才
の
功

倒

従
来
、
惰
唐
醤
事
制
度
の
源
は
北
湾
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、

績
は
大
き
く
、
惰
唐
の
暫
事
、
本
草

・
醤
書
編
纂
事
業
の
先
脱
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

実
際
は
そ
の
制
度
の
中
一
核
に
な
っ
て
い
く
太
醤
署
と
向
薬
局
(
嘗
薬

局
)
の
分
化
お
よ
び
設
置
は
北
貌
太
和
二
三
年
令
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

向
薬
局
の
前
身
に
は
鮮
卑
人
子
弟
お
よ
び
特
殊
技
術
者

を
政
権
中
核
に
と
り
た
て
る
た
め
の
鮮
卑
固
有
の

「
中
散
」
と
い
う
官
職
が
あ
り
、
孝
文
一
帝
は
太
和
二
三
年
令
に
お
い
て
民
族
を
問
わ
ず
特

殊
技
術
者
を
側
近
と
し
て
採
用
す
る
特
徴
の
み
を
活
か
し
た
。
そ
の

一つ
が
向
薬
局
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
惰
唐
の
醤
事
政
策
、
た
と
え
ば
本
草
書
・
醤
襲
書
の
園
家
編
纂
事
業
、
そ
れ
を
支
え
た
向
薬
局
の
設
置
や
太
醤
署
を
皇
帝

以
外
の
官
人
の
震
に
用
い
る
な
ど
は
、
す
べ
て
北
親
孝
文
一
帝
一
・
宣
武
帝
期
の
密
事
政
策
に
源
流
が
み
ら
れ
る
。
唐
代
の
暫
術
・
本
草
知
識
に
興

- 49-

え
た
南
朝
系
の
知
識
、
例
え
ば
陶
弘
景
『
本
草
集
注
』
、

い
う
貼
で
は
晴
唐
醤
事
は
北
朝
史
の
中
に
匪
胎
し
て
い
た
、
と
い
え
よ
う
。

の
占
め
る
位
置
が
大
き
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

醤
術
と
園
家
の
関
わ
り
と
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註
(

1

)

陳
寅
格
『
惰
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』

一
九
四
四
)
。

(

2

)

拙
稿
「
北
斉
政
権
の
成
立
と
「
南
士
」
徐
之
才
」

八
O
ー
一
、
一
九
九
八
〉
。

(
3
〉
宮
下
三
郎
「
階
唐
時
代
の
磐
療
」

(
『
東
洋
皐
報
』

(
生
活
讃
書
新
知
三
聯
書
居
、

(
『
中
圏
中
世
科
皐
技
術
史
の
研

究
』
、
一
九
六
三)。

〈

4
)

徐
王
八
代
数
験
法
十
巻
・
徐
之
才
撲
、
徐
氏
家
秘
法
二
各
・
徐
之
才

撲
、
徐
氏
落
年
方
三
巻
・
徐
嗣
伯
撲
、
雑
病
論
一
巻
・
徐
嗣
伯
撲
、
風

舷
方
・
徐
嗣
伯
撲
な
ど
歴
代
綬
籍
志
・
密
書
へ
の
引
用
か
ら
知
ら
れ
る

書
名
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
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ハ
5
)

唐
恨
微
撰
『
経
史
詮
類
備
急
本
草
』

(
稿
本
、
一

O
九
七
年
以
降
)

を
も
と
に
作
ら
れ
た
の
が
支
歳
培
訂

『
経
史
詮
類
大
槻
本
草
』
(
一
一

O
八
年
)
で
最
初
の
刊
本
で
あ
り
、
徽
宗
が
こ
れ
を
校
正

・
出
版
さ
せ

た
の
が
曹
孝
忠
等
奉
納
相
撲
『
政
和
新
修
経
史
詑
類
本
草
』
(
一
一
一
六

年
)
で
あ
る
。

三
書
は
あ
わ
せ
て

「
歪
類
本
草
」
と
呼
ば
れ
る
。
詳
し

く
は
岡
西
潟
人
「
本
草
紙
読
』
(
創
元
社
、
一
九
七
七
〉
第
五
章

・
宋

代
の
本
草
参
照
。

(
6
〉
『
経
史
設
類
大
観
本
草
』
、
『
重
修
政
和
経
史
讃
類
本
草
』
と
も
に
巻

二
序
例
下
の
「
療
風
通
用
」
で
は
じ
ま
る
段
中
、
白
抜
女
文
字
で
「
禁

制
到
」
も
し
く
は
「
臣
百
円
錫
等
謹
按
繋
針
」
と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ

る。

(

7

)

『
北
湾
書
』
径
三
一
二

・
徐
之
才
体
。

徐
之
才
墓
誌
は
『
漢
貌
南
北
朝

墓
誌
集
稗
』
(
科
祭
出
版
社
、

一
九
五
六
)
、
『
北
京
図
書
館
蔵
中
園

歴
代
石
刻
拓
本
医
編
』
(
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
)
第
八
加
、

三
九
頁
、
越
超
『
瑛
貌
南
北
朝
墓
誌
奴
編
』
(
天
津
古
籍
出
版
社
、
一

九
九
二
)
四
五
五
頁
、
参
照
。

(

8

)

松
田
詩
男

「
戎
殴
と
人
参
と
紹
皮
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
六
六
編
六

誠
一
九
五
七
、
『
松
田
誇
男
著
作
集
』

一一一所牧)。

(
9
)

高
歎
の
周
遊
諸
図

・
諸
民
族
懐
柔
に
つ
い
て
は
『
北
斉
書
』
径
二
神

武
紀
論
賛
参
照
。

(
叩
)
前
掲
、
拙
稿
「
北
斉
政
権
の
成
立
と
「
南
士
」
徐
之
才
」
。

(
U
)

岡
西
『
本
草
概
説
』
二
九
二
頁
。
岡
西
氏
に
よ
れ
ば
、
薬
を
上
中
下

三
口
聞
に
わ
か
ち
、
君
・
臣

・
佐
使
を
針
態
さ
せ
、
調
合
の
際
目
安
に
す

る
と
い
う
。

三
品
と
君
臣
佐
使
が
削
割
腹
す
る
か
は
異
論
も
あ
る
。

(
ロ
〉
畏
悪
の
こ
と
。
ま
た

「
七
情
」
と
も
い
い
、
築
物
配
合
の
忌
宜
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
西

『
本
草
概
設
』
二
九
五
頁
。

(
日
)
禁
制
到
北
斉
向
書
令
、
西
陽
王
徐
之
才
撲
。
以
衆
薬
名
口
問
君
臣
佐

使
、
性
車
場
相
反
及
以
所
主
疾
病
、
分
類
而
記
之
。
凡
二
谷
。

葱
本
尊
多

引
以
骨
片
銭
、
其
言
治
病
用
禁
最
詳
。

(
M
)

陶
弘
景
は
南
開
円
か
ら
梁
の
人
。
諸
病
一
適
用
契
と
は
『
木
草
集
注
』
が

問
矢
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
病
名
に
封
降
す
る
紫
名
と
気
味
等
を
リ
ス
ト

化
し
た
も
の
、
『
嘉
一
府
本
草
』
諸
病
通
用
禁
部
分
は
『
本
草
集
注
』
の

も
の
を
中
核
に
、
徐
之
才
『
禁
制
到
』
の
ほ
か
後
世
の
本
草
書
の
諸
病
通

用
禁
を
引
用
書
名
を
あ
げ
て
増
補
し
て
い
る
。
渡
迭
幸
一
一
一
「
陶
広
景
の

諸
病
通
用
禁
に
つ
い
て
の
文
献
準
的
考
察
」
(
『
日
本
東
洋
盤
皐
曾
誌

』
四
|
三
、
一
九
五
三
、
同
氏
『
本
草
書
の
研
究
』
杏
雨
書
屋
、
一
九

八
七
、
所
牧
)
に
詳
し
い
設
明
が
あ
る
。

た
だ
し
、
残
念
な
こ
と
に
渡

透
は
徐
之
才
『
禁
制
到
』
に
関
し
て
大
き
く
年
代
を
誤
認
し
て
い
る
。

(
日
)
欧
陽
新
燕
「
徐
之
才

『
禁
制
到
』
考
略
」
(『
中
華
轡
史
雑
誌
』
一
一
一
一

ー
三
、

一
九
九
二
)
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

(
同
)
岡
西
『
本
草
紙
設
』
二
六
七
頁
。

(
げ
)
岡
西
篤
人
『
本
草
紙
読
』
第
四
章
惰
唐
お
よ
び
五
代
の
木
草
(
創
元

社
、
一
九
七
七
)
、
向
志
鈎

・
林
乾
良

・
鄭
金
生
『
歴
代
中
楽
文
献
精

華
』
(
科
同
学
技
術
出
版
社
、
一
九
八
九
)
、
向
志
鈎
「
徐
之
才
和
『
雷

公
禁
針
』
」
(
『
中
華
轡
史
雑
誌
』
二
七
1

三
、
一
九
九
七
)
な
ど
。

た
だ
し
、
掌
市
阿
錫
は
陶
弘
景
の
諸
病
通
用
禁
を
意
識
し
な
が
ら
も
陶

弘
景
所
引
の
『
繋
針
』
と
徐
之
才
築
制
到
の
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(
同
)
後
藤
志
朗
、
長
津
元
夫

「
「
雷
公
禁
制
到
」
に
関
す
る
研
究
」

ハ
『
襲
史

製
雑
誌
』
第

一
O
各
|
第

一、

二
挽
、
一

九
七
五
)
、
後
藤
志
朗
、
長

- 50-
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浮
元
夫
「
「
徐
之
才
禁
制
到
」
に
闘
す
る
研
究
」
(
『
薬
史
皐
雑
誌
』
第
一

一
巻
|
第
二
鋭
、
一
九
七
六
)
、

後
藤
士
山
朗

「
「
張
苗
禁
制
到
」
に
関
す
る

研
究
」
ハ
『
繋
史
皐
雑
誌
』
第
一
二
容
|
第
一
、
二
続
、
一
九
七
七
)
。

ハ
叩
〉
貧
際
に
は
原
本
は
六
六
巻
で
密
警
は
巻
三
四
か
ら
三
八
の
聞
に
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
銭
東
垣
輯
標
本
で
は
巻
三
と
な
る
。

(
却
〉
梁
有
(
中
略
)
描
知
性
、
禁
制
到
各
二
容
(
中
略
〉
亡
。

ハm
A
)

捕
照
射
四
巻
、
論
其
佐
使
相
須
。

ハ
泣
)
陶
氏
前
己
有
此
室
田
。
呉
氏
本
草
所
引
雷
公
是
也
。
蓋
寅
一
帝
時
雷
公
所

著
、
之
才
増
飾
之
爾
。

(
お
〉
『
二
十
五
史
補
編
』
(
中
華
書
局
、
一
九
五
五
)
第
二
加
所
枚
。

ハU
A
)

『
本
草
集
注
』
序
例
に
、
か
つ
て
は
繋
性
に
関
す
る
知
識
は
有
識
者

聞
で
口
俸
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
桐
・
雷
に
至
り
素
閉
す
な
わ
ち
責

帯
内
経
と
同
じ
類
の
記
録
に
残
さ
れ
た
(
至
於
薬
性
所
主
、
骨
回
以
識
識

相
因
。
不
爾
何
由
得
問
。
至
乎
桐
雷
乃
若
在
篇
。
此
書
感
興
素
間
同

類
)
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
、
こ
の
桐
・
雷
の
雷
が
雷
公
に
あ
た
る
。

貧
際
、
『
責
一
帝
内
経
素
問
』
に
は
臣
下
と
し
て
責
帯
に
態
相
到
す
る
雷
公

が
登
場
す
る
。
ほ
か
に
『
太
卒
御
覧
』
所
引
の
曹
貌
の
華
佑
の
弟
子
呉

普
に
よ
る
『
呉
氏
本
草
』
に
も
雷
公
の
名
は
頻
出
し
て
い
る
。
ち
な
み

に
『
呉
氏
本
草
』
は
遁
例
『
呉
並
日
本
草
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
前
掲

『
歴
代
中
輔
衆
文
献
精
華
』
一
五
四
頁
に
は
、
李
時
珍
が
『
呉
普
本
草
』

所
引
の
「
雷
公
云
」
の
僚
は
『
雷
公
禁
制
到
』
に
よ
る
と
し
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
、
街
志
鈎
氏
に
よ
っ
て
『
霊
日
本
草
』
中
の
八

O
種
以
上
の

薬
物
に
関
し
て
「
雷
公
」
の
輔
衆
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
内
容

は
七
情
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
『
本
草
集
注
』
七
情
表
(
『
築
制
到
』
に

よ
る
部
分
が
多
い
〉
と
は
重
複
し
な
い
、
と
さ
れ
る
。

(
却
〉
前
掲
、
向
「
徐
之
才
和
『
雷
公
禁
劉
』
」
。

ハ
部
)
陶
弘
景
(
四
五
六

1
五
三
六
)
、
陶
弘
景
の
俸
記
と
『
集
注
本
草
』

の
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
、
渡
透
幸
三
「
陶
弘
景
の
本
草
に
制
到
す
る
文

献
率
的
考
察
」
(
『
東
方
皐
報
』
一
一

O
、
一
九
五
て
前
掲
『
本
草
書

の
研
究
』
所
枚
〉
。
成
書
年
代
は
『
歴
代
中
禁
文
献
精
華
』

一
六
四
頁

も
同
じ
。
徐
之
才
(
五

O
四
l
五
七
二
〉
。

(
幻
〉
『
本
草
綱
目
』
中
、
所
標
注
「
之
才
日
」
的
『
襲
封
』
資
料
、
貧
際

上
在
陶
弘
景
所
見
的
『
禁
制
到
』
中
早
巴
有
記
載
。
据
此
可
以
剣
断
陶
弘

景
所
見
的
『
築
制
到
』
、
有
筏
大
可
能
性
就
是
最
古
老
的
『
雷
公
築
制
到
』

的
簡
稽
。
稀
後
於
陶
弘
景
的
徐
之
才
『
襲
針
』
、
彼
可
能
是
在
這
古
老

的
『
雷
公
磁
指
針
』
基
礎
上
増
修
而
成
的
。
『
嘉
防
本
草
』
補
注
所
引
書

俸
中
的
『
築
制
到
』
聞
是
徐
之
才
増
牧
的
『
禁
制
剣
』
。
但
『
嘉
-
祐
本
草
』

弁
未
注
明
徐
之
才
檎
修
的
事
。
『
本
草
網
目
』
「
歴
代
語
家
本
草
」
、

在
『
雷
公
築
制
到
』
書
名
下
注
云
「
『
雷
公
禁
制
到
』
蓋
資
帯
時
雷
公
所
著
、

之
才
増
飾
之
爾
。
」
。

所
以
徐
之
才
『
禁
制
到
』、
己
包
含
有
『
雷
公
奨
封
』
的
内
容
。
(
後

略)。

(
却
)
李
時
珍
は
『
本
草
網
目
』
中
で
『
千
金
方
』
所
引
『
築
制
到
』
序
例
と

そ
の
後
に
排
列
さ
れ
た
陳
磁
器
の
文
章
を
「
之
才
臼
」
と
し
て
引
用
し

た
。
こ
の
誤
り
に
よ
っ
て
陳
臓
器
が
租
で
あ
る
。
十
剤
。
は
徐
之
才
が

租
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
き
た
。
誤
り
を
糾
し
た
の
は
岡
西

『
本
草
概
説
』
二
七
五
頁
に
よ
れ
ば
、
古
く
は
江
戸
時
代
の
多
紀
元
堅

で
あ
り
、
近
年
に
な
っ
て
は
倫
士
山
鈎
「
十
剤
之
読
提
出
者
討
論
」
(『中

成
薬
研
究
』
一
九
八
四
|
五
〉
、
孫
磨
明
「
陳
臓
器
創
。
十
剤
φ

詮
接

ニ
則
」
(
『
中
華
盤
史
雑
誌
』
一
九
九
二
|
二
二
巻
第
一
一
一
期
〉
も
こ
れ

F
H
U
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を
論
透
し
て
い
る
。

〈
却
〉
前
掲
『
歴
代
中
奨
文
献
精
華
』

一
五
二
頁
、
雷
公
築
制
到
の
段
で
「
陶

弘
景
の
『
葵
線
訣
』
序
に
「
其
後
雷
公
・
桐
君
、
更
増
演
本
草
。
二
家

禁
制
割
、
庚
其
主
治
、
繁
其
類
族
」
」
と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
停
・
雷
公

撰
『
禁
制
到
』
の
存
在
し
て
い
た
根
接
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
梁

に
二
俳
句
本
と
四
各
本
二
穫
の
『
築
制
到
』
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
も
矛

盾
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
一
方
で
陶
弘
景
所
引
『
築
制
到
』
が
桐
君

『
禁
制
到
』
で
あ
る
可
能
性
を
も
生
ず
る
。
た
だ
、
桐
君
の
禁
制
到
と
は

「
桐
君
築
録
』
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
薬
総
訣
』
に
つ
い
て
は

な
お
内
容
の
検
討
を
要
す
る
。

(
初
)
前
掲
『
本
草
紙
読
』
三
九
頁
、
前
掲
『
歴
代
中
薬
文
献
精
華
』
一
五

三
頁
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

(
況
)
相
使
と
は
薬
物
配
合
の
忌
宜
を
説
明
す
る
七
情
の

一つ
。
『
紳
農
本

草
経
』
に
は
各
薬
物
ご
と
に
相
使
に
つ
い
て
一
種
類
が
示
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
訟
)
神
間
民
本
経
相
使
正

(
止
)
各
一
種
、
衆
以
築
制
到
参
之
乃
有
爾
三
。
於

事
亦
無
嫌
。
其
有
云
相
得
共
治
某
(
其
〉
病
者
、
既
非
妨
避
之
禁
。
不

復
疏
出
。
※
ハ
)
内
は
敦
煙
本
に
よ
る
。
上
山
大
峻
編
集
・
龍
谷
大

皐
善
本
叢
書
一
六
『
敦
煙
潟
本
本
草
集
注
序
銭
・
比
丘
含
注
戒
本
』

(
法
務
館
、
一
九
九
七
)
。

(
犯
)
前
掲
『
歴
代
中
繁
文
献
精
華
』
一
五
四
頁
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て

い
る
。

(
鈍
)
前
掲
『
本
草
概
説
』
三
九
頁
。

(
お
)
前
掲
、
向
「
徐
之
才
和
『
雷
公
禁
制
到
』
」
中
に
お
い
て
、
山
同
士
山
鈎
は

『
本
草
集
注
』
中
の
『
禁
制
到
』
伏
文
と
『
嘉
祐
本
草
』
所
引
徐
之
才

『
築
制
到
』
は
ほ
と
ん
ど
内
容
が
重
複
し
な
い
と
す
る
。

(MC
前
掲
「
「
徐
之
才
繋
針
」
に
関
す
る
研
究
」
。

(
初
出
)
前
掲
『
敦
爆
潟
本
本
草
集
注
序
録

・
比
丘
含
注
戒
本
』
。

(
お
)
『
嘉
紡
本
草
』
の
こ
の
部
分
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
作
成
さ
れ

た
か
が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
渡
透
幸
一
一
一
「
傍
統
的

本
草
書
の
七
情
表
に
糾
問
す
る
文
献
準
的
検
討
」

〈
『
日
本
東
洋
密
閉
学
舎

奇
跡
』
五
|
二
、
前
掲
『
本
草
書
の
研
究
』
所
牧
〉
参
照
。

(

m

日
)
李
時
珍
は
こ
の
箇
所
を
ど
こ
ま
で
が
徐
之
才
『
築
制
到
』
序
例
か
剣
断

で
き
ず
に
陳
磁
器
『
本
草
拾
遺
』
序
例
ま
で
徐
之
才
の
序
例
と
み
な
し

て
し
ま
っ
た
。
注
(
お
)
参
照
。
ま
た
、
『
千
金
方
』
序
例
庭
方
第
五
に

「
築
制
到
日
」
と
し
て
『
事
柏
木
草
』
所
引
の
徐
之
才
『
築
制
到
』
の
序
文

が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
こ
の
「
繋
針

日
」
と
い
う
一
一
一
字
は
宋
臣
校
訂
『
千
金
方
』
に
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
未

宋
改
本
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宋
臣
校
訂
『
千
金
方
』
(
宋

改
本
)
と
し
て
、
園
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
備
急
千
金
要
方
』

(
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、

一
九
八
九
)
お
よ
び
江
戸
欝
皐
館
刻
本
『
備

急
千
金
要
方
』
(
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九
五
五
)
、
禾
宋
改
本
と
し

て
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
新
離
孫
県
人
千
金
方
』
、
宮
内
膜
書
陵
部
所
蔵

の
古
紗
本
『
員
本
手
金
方
』
ハ
東
洋
盤
皐
善
本
叢
書
第

一
一
一
加
『
宋
版

新
雌
孫
員
人
千
金
方
、
古
紗
本
岡
県
本
千
金
方
』
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、

一
九
八
九
)
を
参
照
し
た
。
詳
細
な
書
誌
研
究
と
し
て
、
小
曾
戸
洋

『
中
園
野
皐
古
典
と
日
本
』
(
塙
書
房
、
一
九
九
六
〉
第
四
章
第
五
節

『
千
金
方
』
が
あ
る
。

(
幼
)
前
掲
、
後
藤
志
朗
「
「
張
苗
禁
制
到
」
に
関
す
る
研
究
」
、
欧
陽
新
燕

「
徐
之
才
『
禁
制
到
』
考
略
」
〈
『
中
華
智
史
雑
誌
』
一
一
一
一
|
三
、
一
九

- 52ー



九
三
)
、
遠
藤
次
郎
ほ
か
「
『
千
金
方
』
巻
第
て
庭
方
第
五
に
引
用
さ

れ
た
『
紳
農
本
草
経
』
と
『
築
制
到
』
の
文
章
に
閲
す
る
検
討
」
(
『
襲

史
皐
雑
誌
』
二
八

l
て
一
九
九
三
)
、
松
木
き
か
「
本
草
と
道
数
」

(
『
講
座
道
教
第
三
巻
道
数
の
生
命
観
と
身
睦
論
』
雄
山
閣
、
二

O

O
O所
牧
〉
。

後
藤
は
序
例
の
内
容
か
ら
徐
之
才
『
禁
制
到
』
と
は
性
格
が
異
な
る
と

し
、
こ
の
部
分
を
張
苗
『
描
照
射
』
と
す
る
が
、
徐
之
才
『
築
制
到
』
の
引

用
で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
お
り
、
他
に
比
較
す
べ
き
張
苗
『
輔
衆

針
』
の
侠
文
が
な
い
た
め
罪
得
力
を
歓
く
。
欧
陽
は
文
法
的
な
分
析
の

み
で
「
主
劉
」
の
「
封
」
の
意
味
を
「
禁
の
薬
性
悲
温
に
臨
応
じ
て
確
寅

に
病
症
に
相
射
す
る
」
と
す
る
。
遠
藤
ら
は
『
千
金
方
』
序
例
庭
方
第

五
の
文
章
を
仔
細
に
検
討
し
、
「
雷
公
云
」
の
部
分
は
『
雷
公
集
注
紳

農
本
草
』
の
注
部
分
で
「
描
照
射
日
」
の
部
分
は
徐
之
才
が
既
存
の
『
禁

制
到
』
を
自
箸
の
徐
之
才
『
禁
制
到
』
で
引
用
し
た
も
の
、
と
す
る
。
し
か

し
、
岡
西
に
よ
れ
ば
、
『
雷
公
集
注
紳
農
本
草
』
の
注
こ
そ
『
禁
制
到
』

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
な
ぜ
「
雷
公
云
」
と
「
築
制
到
日
」
が
並

}んで
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
松
木
は
『
千
金
方
』
序
例
慮
方
第
五
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
雷
公

一
玄
:
:
:
薬
封
日
:
:
:
」
の
箇
所
を
全
て
『
雷
公
葵
劉
』
の
一
部
と
す
る

が
、
宋
代
に
「
築
制
到
臼
」
の
部
分
だ
け
が
挿
入
さ
れ
た
理
由
が
わ
か
ら

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
「
禁
制
到
日
;
:
:
」
部
分
だ
け
が
『
禁
制
到
』

も
L
く
は
徐
之
才
『
築
制
到
』
と
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

(
H
U
)

前
掲
『
紳
農
本
草
経
輯
注
』
中
の
輯
復
『
一
柳
農
本
草
経
』
的
研
究
目

録
、
渡
漫
幸
三
「
俸
統
的
本
草
書
の
七
情
表
に
制
到
す
る
文
献
闘
争
的
研

究
」
ハ
『
日
本
東
洋
盤
皐
曾
誌
』
五
l
二
、
一
九
五
四
、
前
掲
『
本
草
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書
の
研
究
』
所
牧
)
。

〈
必
)
拙
稿
「
『
史
記
』
正
義
・
索
際
所
引
『
薬
針
』
考
|
|
敦
爆
・
吐
魯

番
本
『
本
草
集
注
』
を
手
が
か
り
と
し
て

|
l」
(
卒
成
一
一
一
年
度
新

潟
大
皐
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
経
費
研
究
成
果
報
告
書
『
敦
燈
文
献
の
総

合
的
・
皐
際
的
研
究
』
、
二

O
O
一
〉
は
こ
の
問
題
を
解
き
明
か
す
一

つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
『
史
記
』
注
の
作
ら
れ
た
唐
・
開
元
年
開
に

お
い
て
は
『
禁
制
到
』
は
『
本
草
集
注
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
し
か
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
原
慶
年
聞
の
『
新
修
本
草
』
編
纂
時
に

す
で
に
『
本
草
集
注
』
お
よ
び
『
築
制
到
』
に
関
し
て
の
知
識
が
正
確
で

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

(
必
〉
渡
漫
幸
三
「
『
太
卒
御
覧
』
所
引
本
草
経
の
文
献
血
中
的
性
格
」
(
『
日

本
東
洋
密
拳
曾
誌
』
六
|
て
一
九
五
五
、
前
掲
『
本
草
書
の
研
究
』

所
牧
〉
。
『
太
卒
御
覧
』
輔
衆
部
所
引
『
本
草
経
』
侠
文
は
、
『
修
文
殿

御
覧
』
の
縛
録
箇
所
に
嘗
た
り
、
雷
公
集
注
『
一
柳
農
本
草
』
か
ら
の
引

用
と
す
る
。
ま
た
『
北
斉
書
』
巻
四
五
・
文
苑
俸
に
は
、
武
一
や
三
年

〈
之
才
の
波
年
〉
徐
之
才
は
修
文
殿
御
究
編
纂
の
監
修
者
の
一
人
で
あ

っ
た
こ
と
、
『
太
卒
御
覧
』
巻
六

O
一
所
引
『
三
園
典
略
』
に
は
之
才

が
御
覧
編
纂
事
業
に
皮
肉
を
述
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(

M

H

)

た
だ
し
、
『
新
修
本
草
』
と
薬
款
が
一
致
す
る
も
の
は
古
屋
瓦
蓋
と

鎗
舗
の
二
つ
に
過
ぎ
な
い
。

(
必
〉
拙
稿
「
「
稿
用
俗
」
と
「
恩
倖
」
|
|
北
費
社
倉
の
分
析
」
(
『
史
滴
』

第
一
八
抗
、
一
九
九
六
〉
、
松
田
寄
男
「
吐
谷
海
遺
使
考
」
(
『
史
筆
雑

誌
』
四
八
|
一
一
・
一
一
一
、
一
九
三
七
、
「
著
作
集
』
四
巻
所
枚
)
。

(
必
)
挑
帰
国
垣
(
四
九
九
J
五
八
三
)
。
『
周
書
』
巻
四
七
・
慈
術
停
、
「
北

史
』
巻
九

O
下
・
慈
術
俸
に
列
俸
が
あ
る
。
子
の
一
人
は
梁
・
陳
の
園
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史
を
整
理
し
た
挑
察
で
あ
り
、
そ
の
子
は
そ
れ
を
引
き
縫
い
で
『
梁

書
』
『
陳
書
』
を
編
纂
し
た
挑
思
廉
で
あ
る
。

(
円
引
〉
詞
駒
常
勤
に
つ
い
て
は
「
詮
類
本
草
」
巻
一
四
詞
察
勘
繰
所
引
『
集
験

方
』
、
阿
貌
と
安
息
香
に
つ
い
て
は
『
外
肇
秘
要
』
巻
五
所
引
『
集
験

方
』
に
よ
る
。
い
ず
れ
も
唐
代
の
『
新
修
本
草
』
で
の
新
出
品
目
で
あ

り
、
『
集
験
方
』
は
時
代
に
先
駆
け
て
新
し
い
築
物
を
と
り
い
れ
た
書

物
と
い
え
る
。

(
組
閣
〉
徐
之
才
の
蕗
術
は
健
統
を
重
視
す
る
も
の
で
家
皐
的
傾
向
が
強
い
と

思
わ
れ
る
。
『
千
金
方
』
所
引
「
徐
之
才
逐
月
養
胎
方
」
が
馬
王
堆
出

土
の
「
胎
産
方
」
と
酷
似
し
て
い
る
な
ど
の
事
は
俸
統
的
な
技
術
の
俸

遠
の
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
継
興
主
縞
『
馬
王
堆
自
書
留
書

校
律
』
(
湖
南
科
皐
技
術
出
版
社
、
一
九
九
二
)
の
「
胎
産
方
」
お
よ

び
杉
立
義
一
『
密
心
方
の
俸
来
』
(
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
〉
第
三

一
軍
成
策
堂
文
庫
本
(
巻
二
二
妊
娠
篇
)
参
照
。

(
品
目
)
『
南
史
』
巻
三
二
・
徐
嗣
伯
惇
。
た
だ
し
死
人
枕
は
徐
之
才
『
奨

針
』
に
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
印
)
穎
慶
四
〈
六
五
九
)
年
成
立
し
た
教
撰
『
新
修
本
草
』
は
新
し
く
加

え
た
注
に
『
築
制
到
』
を
二
篠
引
用
し
て
い
る
。
う
ち
一
僚
は
草
部
中
口
問

之
下
第
九
・
王
孫
の
注
で
『
襲
封
』
に
は
牡
蒙
が
あ
る
が
王
孫
は
な

い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
堂
一
高
錫
所
引
徐
之
才
『
禁
制
到
』
と

一
致
す
る
。
『
千
金
方
』
の
引
用
に
関
し
て
は
、
注
(
ぬ
)
を
参
照
の
こ

と
。
ま
た
開
元
年
聞
に
至
っ
て
も
徐
之
才
『
築
制
到
』
が
秘
閣
に
す
ら
蔵

さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
「
『
史

記
』
正
義
・
索
隠
所
引
『
曲
無
料
到
』
考
|
|
敦
煙
・
吐
魯
番
本
『
本
草
集

注
』
を
手
が
か
り
と
し
て
|
1
l
」
を
参
照
。

(
『
東
洋
皐
報
』

(
日
)
拙
稿
「
北
斉
政
権
の
成
立
と

「
南
土
」

徐
之
才
」

八
O
l
一
、
一
九
九
八
)
。

(
臼
)
前
掲
註
(

7

)

の
墓
誌
お
よ
び
『
漢
貌
南
北
朝
墓
誌
集
緯
』
の
解
読
参

昭…。

(
日
)
前
掲
、
拙
稿
「
北
湾
政
権
の
成
立
と
「
南
史
」
徐
之
才
」
。

(
臼
〉
衣
裾
満
席
、
車
騎
填
門
、
傾
洛
相
招
、
誼
動
時
俗
。
乃
除
散
騎
常
侍

在
員
外
、
尋
口
向
葵
典
御
。
曹
嘉
此
選
(
口
は
欽
字
、
震
の
字
を
補
っ

た)。

(
日
)
孝
昌
二
年
、
至
洛
、
救
居
南
館
、
至
遇
甚
優
。
従
租
審
子
践
啓
求
之

才
還
宅
。
之
才
描
明
石
多
数
、
叉
閥
渉
経
史
、
愛
言
盟
問
捷
。
朝
賢
競
相
要

引
、
震
之
延
響
。

(
日
山
)
『
洛
陽
伽
藍
記
』
各
三
城
南
に
み
ら
れ
る
「
金
陵
館
」
が
こ
れ
に
あ

た
る
で
あ
ろ
う
。
腸
順
者
は
三
年
聞
こ
こ
に
住
ま
わ
せ
て
か
ら
、
邸
宅

を
輿
え
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
之
才
が
徐
践
に
よ
っ
て
徐
氏
の
家

に
住
め
た
の
は
五
二
八
年
の
可
能
性
が
高
い
。

(
幻
〉
侯
莫
陳
理
が
留
術
に
は
全
く
関
係
が
な
い
こ
と
と
、
兄
の
侯
莫
陳
崇

の
字
が
「
向
輔
衆
」
で
あ
る
、
な
ど
の
黙
か
ら
見
る
と
史
料
的
に
は
疑
わ

し
い
。

(
回
)
越
濯
が
筒
奨
典
御
と
な
っ
た
の
は
恐
ら
く
は
東
貌
期
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
西
貌
・
北
周
に
は
太
田
酉
は
み
ら
れ
る
が
、
他
に

「向
葵」

の
官
職
に
関
す
る
確
か
な
記
述
が
み
あ
た
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

(
回
)
許
澄
の
俸
は
『
北
史
』
巻
九

0
・
許
智
減
俸
に
附
さ
れ
た
も
の
で
、

李
延
需
に
よ
っ
て
揺
入
さ
れ
た
停
で
あ
る
。
俸
の
最
後
に
李
氏
が
「
父

子
(
許
爽
、
許
澄
)
倶
以
塞
術
名
重
於
周
惰
二
代
、
史
失
其
事
、
故
附

云
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
許
澄
が
向
輔
衆
典
御
に
な
っ
た
の
は
惰

- 54-



297 

代
と
推
測
さ
れ
る
。

(
印
)
向
薬
奉
御
掌
合
和
御
薬
及
診
候
之
事
。
直
長
震
之
真
。
凡
繋
有
上
、

中
、
下
之
三
口
問
。
凡
合
奏
宜
周
一
君
、
三
臣
、
九
佐
、
方
家
之
大
経

也
、
必
燐
英
五
味
、
三
性
、
七
情
、
然
後
策
和
剤
之
節
。
五
味
謂
(
中

略
〉
一
ニ
性
謂
(
中
略
)
。
七
情
謂
有
車
行
者
、
有
相
須
者
、
有
相
使
者
、

有
相
畏
者
、
有
相
悪
者
、
有
相
反
者
、
有
相
殺
者
。
(
中
略
〉
凡
合
和

御
輔
衆
、
奥
殿
中
監
視
其
分
剤
、
薬
成
、
先
嘗
而
進
駕
。

(
口
出
〉
『
通
典
』
径
二
六
・
職
官
八
・
諸
卿
中
殿
中
監

向
薬
局
奉
御
、
自
梁
、
陳
以
後
、
皆
太
密
乗
其
職
。
北
斉
門
下
省

有
典
御
二
人
。
惰
如
北
斉
之
制
、
後
改
鋳
奉
御
、
而
属
殿
内
大
唐

因
之
、
龍
朔
二
年
、
改
信
用
奉
磐
大
夫
。

〈

m
巴
山
本
徳
子
「
唐
代
官
制
に
お
け
る
醤
術
者
の
地
位
」
(
吉
田
忠
編

『
東
ア
ジ
ア
の
科
皐
』
、
一
九
八
二
〉
。

(
砧
)
ち
な
み
に
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
既
に
『
歴
代
職
官
表
』
巻
三
六
に

指
摘
が
あ
る
。

(
臼
)
醤
師
侍
御
左
右
。
因
以
名
官
。
後
貌
之
制
、
太
磐
令
廃
太
常
、
掌
盤

襲
。
而
門
下
省
別
向
葵
局
。
侍
御
師
蓋
今
之
御
盤
也
。

(
臼
)
『
惰
室
田
』
巻
二
七
・
百
官
中
、
門
下
省
の
段
。

(
侃
〉
冬
十
月
(
中
略
)
丙
申
、
詔
目
、
(
中
略
〉
至
於
下
民
之
後
鯨
疾

苦
、
心
常
感
之
、
此
而
不
憧
、
畳
居
周
民
父
母
之
意
也
。
可
教
太
常
於
閑

倣
之
庭
別
立

一
館
、
使
京
畿
内
外
疾
病
之
徒
、
威
令
居
慮
。
巌
教
盤

署
、
分
師
療
治
、
考
其
能
否
、
而
行
賞
罰
。
(
中
略
〉
叉
経
方
浩
博
、

流
俸
庭
康
、
臆
病
投
薬
、
卒
難
窮
究
。
更
令
有
司
、
集
諸
瀦
工
、
零
篇

推
筒
、
務
存
精
要
、
取
三
十
徐
巻
、
以
班
九
服
、
郡
鯨
備
篤
、
布
下
郷

邑
、
使
知
救
患
之
術
耳
。

(
目
別
)
『
軸
調
書
』
品
位
八
・
世
宗
宣
武
-
帝
紀

僚

延
昌
元
年
(
五
一
二
)
夏
四
月

辛
未
、
詔
緩
民
就
穀
六
銭
。
丁
丑
、
帯
以
皐
故
、
減
謄
撤
懸
。
葵

来
、
詔
日
、
慰
州
地
震
陥
裂
、
死
傷
甚
多
、
言
念
致
波
、
有
酸
懐

抱
。
亡
者
不
可
復
迫
、
生
病
之
徒
宜
加
療
救
。
可
遺
太
盤
・
折
傷

盤
、
弁
給
所
須
之
襲
、
就
治
之
。
乙
酉
、
大
赦
、
改
年
。

(
回
〉
『
貌
書
』
巻
九
一
・
術
護
・
王
穎
俸
に
よ
れ
ば
、
王
穎
は
世
宗
宣
武

喬
一
が
幼
い
と
き
、
「
補
侍
御
師
」
の
地
位
に
あ
っ
て
、
世
宗
在
位
時
、

「
在
侍
御
、
管
準
御
襲
、
出
入
禁
内
」
「
掌
襲
」
を
し
て
い
た
。

(
印
)
『
貌
書
』
巻
七
下
・
高
祖
孝
文
帯
紀
太
和
二
一
年
(
四
九
七
〉
年

保

九
月
丙
申
、
詔
回
、
亥
貧
他
老
、
王
者
所
先
、
銀
寡
六
疾
、
尤
宣

払
打
感
。
可
穀
司
州
洛
陽
之
民
、
年
七
十
己
上
無
子
孫
、
六
十
以
上

無
期
親
、
貧
不
自
存
者
、
給
以
衣
食
、
及
不
満
六
十
而
有
慶
癌
之

疾
、
無
大
功
之
親
、
窮
困
無
以
自
療
者
、
皆
於
別
坊
遺
盤
救
護
、

給
留
師
四
人
、
議
皆
同
薬
物
以
療
之
。

(
河
)
『
貌
室
閏
』
巻
九

一
術
謹
・
李
修
停
に
遷
洛
(
四
九
三
)
よ
り
も
前
の

孝
文
一
一
帝
期
の
記
事
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

集
諸
率
土
及
工
書
者
百
絵
人
、
在
東
宮
撰
諸
葵
方
百
徐
巻
、
皆
行

於
世
。

(
九
)
こ
の
理
念
は
唐
代
の
太
盤
署
に
も
み
ら
れ
、
宣
武
一
帝
期
の
殺
令
は
す

で
に
唐
代
の
太
常
寺
太
盤
署
の
原
型
を
な
す
機
関
の
存
在
に
開
接
的
に

大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
唐
六
奥
』
巻
十
四
太
常
寺
に
「
凡
轡
師
、
密
正
、
密
工
療
人
疾

病
、
以
其
全
多
少
而
書
之
、
以
震
考
課
」
と
あ
る
。
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(

m

M

)

盤
師
掌
智
之
政
令
。
E
R
毒
薬
以
共
盤
事
。
凡
邦
之
有
疾
病
者
、
吃
市
場

者
造
鷲
、
則
使
醤
分
而
治
之
。
品
岡
崎
格
、
則
稽
其
密
事
、
以
制
其
食
。
十

全信周
上
。
十
失
一
次
之
。
十
失
二
次
之
。
十
失
三
次
之
。
十
失
四
信
用

下
。

(
河
)
『
貌
書
』
径
一
一
一
二
・
官
氏
士
山
。

(
九
)

『
惰
軍
国
』
巻
二
七
・
百
宮
中
、
門
下
省
の
段
。
ま
た
本
論
で
は
言
及

し
な
い
が
他
に
北
貌
期
に
主
衣
(
局
)
都
統
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
向

衣
局
の
前
身
と
な
っ
て
い
る
。

(
布
)
侯
剛
、
字
乾
之
、
河
南
洛
陽
人
。
其
先
代
人
也
。
本
出
寒
微
、
少
以

差問於
鼎
組
、
進
任
出
入
。
久
之
、
拝
中
散
、
累
遜
冗
従
僕
射
、
嘗
食
典

御
。ま

た
同
俸
記
事
中
に
「
剛
自
太
和
進
食
、
途
世
間
典
御
」
と
あ
る。

(
苅
)
『
隅
書
』
各
二
七
・
百
官
中
、
中
侍
中
省
の
段
。

(
打
)
前
鍋
『
漢
貌
南
北
朝
墓
誌
集
編
』
一

八
八
頁
。
碑
末
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
孝
昌
二
(
五
一
一
六
)
年
、
侍
御
史
の
裁
智
深

に
よ
る
誌
文
で
あ

る
。
拓
本
は
『
鴛
品
川
七
誌
驚
綴
石
』
(
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
五
)
に

牧
録
さ
れ
て
お
り
、
墓
誌
は
西
安
碑
林
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

(
市
)
北
貌
以
前
に
嘗
薬
監
・

太
留
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る

の
は
、
後
漢
で
あ
る
。
後
漢
で
は
嘗
凝
監
・
太
留
は
少
府
に
属
し
て
い

た
。

(
乃
)
鄭
欽
仁
『
北
貌
官
僚
機
構
研
究
』
(
牧
童
出
版
社
、
一
九
七
六
)
。

(
加
)
前
掲
『
北
貌
官
僚
機
構
研
究
』
第
二
編

・
中
散
官
に
詳
し
い
。

(
飢
)
前
掲
『
北
貌
官
僚
機
構
研
究
』
一
七
七
、
一
九
四
頁
。
ま
た
、
本
文

中
に
あ
げ
た
北
致
の
玉
橋
・

王
叡
は
そ
の
例
で
あ
る
。

(
幻
)
『
貌
書
』
巻
九
三
・
恩
倖
・
王
叡
惇
。

(
出
)
最
終
的
に
徐
審
は
太
和
年
間
後
宇
に
は
侍
御
師
に
至
る
。
侍
御
師
に

関
す
る
史
料
と
し
て
は
徐
容
の
も
の
が
古
く
、
そ
れ
以
前
に
皇
帝
の
瞥

療
捻
蛍
は
太
殴
令
で
あ
る
。
こ
の
職
名
の
成
立
時
貼
で
嘗
察
局
が
あ
っ

た
か
に
見
え
る
が
、
同
時
期
に
典
御
や
次
御
も
し
く
は
直
長
と
い
っ
た

向
薬
局
の
構
成
員
が
い
た
様
子
が
な
い
。
た
だ
太
和
一
七
年
令
に
嘗
禁

監
の
み
確
認
で
き
る
の
で
、
嘗
薬
局
の
設
置
よ
り
も
早
く
侍
御
師

・
嘗

襲
監
の
み
孝
文
帯
期
に
お
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
創
出
)
川
本
芳
昭
「
北
貌
の
内
朝
」
(
九
州
大
祭

『
東
洋
史
論
集
』
六
、
一

九
七
七
)
。

(
回
)
前
掲
『
北
貌
官
僚
機
構
研
究
』
一
九
四
頁
。

(
郎
)

徐
之
才
は
こ
う
し
た
官
職
を
歴
任
し
た
か
ら
こ
そ
、
皇
帝
に
直
言
が

で
き
、
北
斉
政
権
を
樹
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)
『
貌
書
』
径
九
一

・
術
墾
俸
は
停
統
的
債
値
観
を
も
っ
貌
枚
に
ょ
っ

て
書
か
れ
て
お
り
、
技
術
者
を
評
債
し
た
も
の
で
な
い
が
、
幅
庚
い
様

々
な
技
術
を
持
つ
者
と
政
権
と
の
密
接
な
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

(
回
)

『
貌
書』

各
一

0
・
孝
妊
帯
紀
。

(
剖
)
秦
置
六
向
、
有
筒
食
之
名
。
如
淳
以
信
用
主
天
子
物
日
「
向
」
。
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After the establishment of the du-du system, various forms of du-du,

such as the:Zhou du-du ｀州都督｡Prefectural Commanders, and Zheng-tao

du-du征討都督，Ｅχpeditionary Commanders, came into ｅχistence,but each

carried on the characteristicsof the early du-du in some form.

Ａ CONSIDERATION OF THE YAO-DUI ０Ｆxu

　　　　

ZHI-CAI OF THE NORTHERN QI

IWAMOTO Atsushi

　　

This article is ａ study of the work of Xu Zhi-cai 徐之才，a physician

of the period of the Northern Dynasties, and the medical system of tKe

dynasties.

　　

It has previously been recognized that an earlier work also known as

the ｙαａ-ｊ心薬對had been compiled by　Lei-gong　雷公, and it was

theorized that the　Yao-dui of χｕ Zhi-cai　might have been either ａ

supplement to the earlier work, or that, in contrast, the two works were

completely unrelated. However, there has been no evidence to confirm

either theory to this point in time. No one, however, has disputed the

fact that passages of χｕ Zhi-cai's ｙαO-dui found in the Song pliarmacopQeia

Jia-you ben-cao嘉祚本草are attributable to χｕ Zhi-cai. By analyzing the

passages from the Yao-dui of Xu Zhi-cai in the Jia-ｙｏｕｈｅｎ-cao one can

learn of the medical and pharmacological･ practices of χｕ Zhi-cai.

　　

Although

　

communications

　

with

　

the

　

Western

　

regions

　

flourished

throughout the period from late Northern Wei to Northern Qi dynasties,

medicines from the Western regions were not dealt with in the Yao-dui of

χｕ Zhi-cai, and the number of medicines derived from the Southern

Dynasties is small. Based on these factors, it can be assumed that the

work was produced in the period from the end of the Northern Wei to

early in the Eastern Wei when northern China was in turmoil.

　　

The inscription on the tｏ°b of Xu Zhi-cai records that he was Shang'

yao dian-yu 爾薬典御, Director General of the Pharmaceutical Ｏ伍ce for the

Emperor･ who was responsible for preparing medicine and diagnosing the
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emperor.

　

The reason for χｕ Zhi-cai's compilation of the Yao-dui can be

considered ａ result of fulfilling the duties of this office｡

　　

Heretofore it has been thought that the office of Shang-yao dian-yu was

established in the period of the Northern Qi, but the origin can actually be

traced back to the Chang-yao dian-yu 嘗薬典御established by the order of

the twenty-third year of the Tai-he太和ｅ｢a of the Northern Wei. The

office of Shang･yao ju 尚薬局, Pharmaceutical Ｏ伍ce for the Emperor, was

firstestablished in Chinese history during the Northern Wei when the post

of Zhong-san 中散, which was ｅχelusive to the χian-bei 鮮卑people, and

which had been occupied by ａ person of special talents who would serve

the ruler personally, was abolished｡

　　

All the medical policies incorporated into the systems of the Sui and

Tang, which　included, for　ｅχample, national　projects　of　compiling

pharmacopoeias and medical works under the support of the Shang-yao ju

and the Tai-yi shu 太醤署(Medical　Ｏ伍ce), which were staffed by

government bureaucrats, can be seen to have their basis in the medical

policies of Xiao-wen di 孝文帚and Xuan-wu di宣武帚of the Northern

Wei. From the point of view of the relationship between medical practice

and the state, the origin of the sj'stem and medical practices of the Sui-

Tang can be seen in the history of the Northern Dynasties.

SINO-BRITISH DISPUTES OVER COLLECTING DEBTS

　　

IN SHANGHAI BEFORE THE 1911 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ：

　　

AN ANALYSIS OF SEVERAL CIVIL CASES JUST

　

AFTER “THE RUBBER STOCK FINANCIAL CRISIS”

　　　　　　　　　　　　　　　　

OF 1910

MOTONO Eiichi

　　　

This articleis the second in ａ series three studies concerning the

various activitiesof the“English-speaking Chinese” who sought to protect

their private property in the period of unequal treatiesin Shanghai during

the years circa 1910.　The main theme of this articleis to reveal the
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